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説論

四 三
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取
消
訴
訟

緊
急
命
令
(
以
上

救
済
命
令
を
め
ぐ
る
問
題

本
号
)

パ
ッ
ク
・
ぺ
イ
と
中
間
収
入

救
済
利
益

不
当
労
働
行
為
法
理
の
再
検
討

団
結
権
の
構
造

組
合
申
立
の
法
理

救
済
命
令
の
法
理

序

問
題
提
起

最
近
、
組
合
運
動
は
退
潮
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
は
、
組
合
が
組
合
員
の
多
様
な
ニ

l
ズ
を
適
切
に
調
整
し
、
そ
れ
を
反
映
し
た

運
動
を
構
築
し
え
な
い
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
組
合
は
、
組
合
員
相
互
間
の
利
害
の
対
立
や
多
様
性
を
正
面
か
ら
見
す
え
て
こ
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
旬
。
同
時
に
、
理
論
的
に
も
組
合
と
組
合
員
と
の
聞
に
は
利
害
の
対
立
は
な
い
と
い
う
素
朴
な
前
提
が
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
考
え
方

は
、
我
が
国
の
団
結
権
観
念
に
も
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
労
使
関
係
法
理
は
、
使
用
者
、
組
合
、
組
合
員
の
三
極
構
造
で
は
な
く
、
基
本

的
に
は
あ
く
ま
で
労
使
の
二
極
構
造
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
近
時
、
労
働
法
学
会
に
お
い
て
こ
の
点
を
見
直

す
動
き
が
見
ら
れ
る
。
組
合
民
主
主
義
、
協
約
自
治
の
限
界
及
び
公
正
代
表
義
務
を
め
ぐ
る
議
論
が
そ
の
好
例
と
言
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
な
二
極
構
造
的
発
想
は
、
団
結
権
を
具
体
的
に
保
障
す
る
不
当
労
働
行
為
制
度
の
運
営
や
そ
れ
を
支
え
る
法
理
に
も
色
濃
く
反

映
し
て
い
た
。
即
ち
、
組
合
と
組
合
員
と
の
意
向
が
対
立
す
る
場
合
を
ほ
と
ん
ど
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
不

当
労
働
行
為
制
度
上
、
組
合
や
組
合
員
の
利
益
、
権
利
が
ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
両
者
が
知
何
に
関
連
す
る
か
が
正
面
か

ら
争
わ
れ
る
事
例
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
権
利
、
利
益
の
性
質
を
理
論
的
に

解
明
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

パ
ッ
ク
・
ペ
イ
か
ら
の
中
間
収
入
の
控
除
の
許
否
が
争
わ
れ
た
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
(
昭
和
五
二
・
二
・
二
三
最
大
判

判
例
時
報
八
四

O
|
二
八
)
や
組
合
員
資
格
喪
失
者
に
対
す
る
救
済
の
在
り
方
が
問
題
と
な
っ
た
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
(
昭
和
六

一
・
六
・
一

O
最
三
小
判
労
働
法
律
句
報
一
一
四
七
六
七
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
組
合
と
組
合
員

の
利
益
が
知
何
に
関
連
す
る
か
が
鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
問
題
に
つ
い
て
そ
れ
な
り
に
明
確
な
見
解
を
示
し
て

お
り
、
そ
れ
ら
は
学
説
に
お
い
て
も
概
ね
好
意
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
最
高
裁
判
決
相
互
の
比
較
を
も
含
め
て
理
論
的
に
十

分
掘
下
げ
た
議
論
が
為
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
(
昭
和
六
二
・
四
・
ニ
最
一
小
判

具
体
的
に
は
、

判
例
五

0
0ー
一
四
)

は
、
こ
の
点
の
不
十
分
さ
を
は
し
な
く
も
露
呈
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
労
働
委
員
会
の
実
際
の
運
営
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
不
当
労
働
行
為
手
続
の
進
め
方
に
つ
い
て
組
合
と
組
合
員
の
利
害
が
一
致

し
な
い
場
合
は
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
和
解
(
及
び
そ
れ
に
伴
う
申
立
の
取
り
下
げ
)
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
の

組合申立の法構造

点
が
裁
判
上
正
面
か
ら
争
わ
れ
る
事
は
稀
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
後
は
同
種
紛
争
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
種
の
問
題
が
理
論
的
に

争
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。

私
は
、
労
働
委
員
会
委
員
と
し
て
諸
々
の
事
件
に
関
与
し
た
際
に
も
、
ま
た
上
記
判
例
の
評
釈
を
書
い
た
折
に
も
、
不
当
労
働
行
為
制
度

上
組
合
と
組
合
員
と
の
利
益
を
ど
う
関
連
さ
せ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
持
っ
た
が
、
そ
れ
を
本
格
的
に
研
究
す
る
ま
で
に
は
至

労
働
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説

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
か
ら
そ
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
そ
の
後
地
労
委
の
先
輩
委
員
で
あ
る
山
畠
先
生
と

の
論
議
を
通
じ
て
こ
の
問
題
に
つ
き
多
く
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
こ
で
、
今
回
山
畠
先
生
の
退
官
記
念
論
集
の
テ

i
マ
を
設
定

す
る
に
あ
た
り
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
こ
の
不
当
労
働
行
為
制
度
に
お
け
る
組
合
と
組
合
員
の
問
題
を
選
択
し
た
。

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
務
的
に
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
を
運
営
す
る
際
の
統
一
的
視
角
を
確
立
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
ろ
う
。
ま
た
、
理
論
的
に
も
新
た
な
観
点
か
ら
の
不
当
労
働
行
為
法
理
の
形
成
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
団
結
権
概
念

の
見
直
し
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
不
当
労
働
行
為
制
度
の
運
営
を
支
え
る
統
一
的
法
理
、
と
り
わ
け
行
政
救
済
法
理
と
し
て
の

そ
れ
の
確
立
は
、
理
論
的
、
実
務
的
に
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
問
題
意
識
か
ら
の
検
討
を
進
め
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
我
が
国
の
不
当
労
働
行
為
事
件
処
理
手
続
の
基
本
的
特
徴
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
共
通
の
了
解
が
無
い
こ
と
が
不
当
労
働
行
為
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
を
不
必
要
に
錯
綜
さ
せ
る
原
因

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
例
え
ば
、
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
か
ら
の
中
間
収
入
の
控
除
の
問
題
や
不
当
労
働
行
為
意
思
論
)
。
と
り
わ
け
、
ア
メ

リ
カ
の

N
L
R
B
の
場
合
と
は
異
な
り
、
我
が
国
に
お
い
て
不
当
労
働
行
為
法
理
が
行
政
救
済
法
理
と
し
て
純
化
し
て
形
成
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
統
一
的
か
っ
一
貫
し
た
、
制
度
や
手
続
の
イ
メ
ー
ジ
が
確
立
さ
れ
に
く
い
訳
で
あ
る
。

第
一
の
特
徴
と
し
て
は
、
労
働
組
合
法
七
条
は
私
法
上
の
規
範
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
労
働
委
員
会
の
手
続
に
お
い
て
も
、
民
事

裁
判
の
諸
ル

l
ル
が
無
意
識
に
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
救
済
命
令
の
法
理
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。

第
二
と
し
て
、
労
働
委
員
会
の
手
続
に
お
い
て
も
、
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
と
の
混
交
が
見
ら
れ
る
。
制
度
的
に
一
貫
し
た
手
続
が
採

論

ら
れ
て
い
な
い
訳
で
あ
る
。
実
際
の
運
営
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
各
地
労
委
(
場
合
に
よ
れ
ば
、
各
委
員
に
よ
っ
て
)
に
お

い
て
か
な
り
異
な
っ
た
取
り
扱
い
が
為
さ
れ
て
い
る
。
救
済
命
令
の
在
り
方
を
考
え
る
上
に
お
い
て
も
、
当
事
者
主
義
(
申
立
人
の
意
向
)

と
職
権
主
義
(
労
働
委
員
会
の
裁
量
)
と
の
調
整
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
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第
三
の
特
徴
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
の
救
済
と
労
使
紛
争
の
調
整
が
、
実
際
上
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
例
が
少
な
く
な
い
。
不
当

労
働
行
為
事
件
の
和
解
的
処
理
が
そ
の
典
型
と
い
え
よ
う
。
労
働
委
員
会
の
三
者
構
成
が
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
助
長
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
申
立
、
救
済
命
令
の
審
査
及
び
救
済
命
令
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
き
、
組
合
と
組
合
員
の
利
益
が
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
を
論

じ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
組
合
申
立
が
な
さ
れ
た
場
合
を
中
心
に
取
り
あ
げ
た
い
。
ま
ず
、
労
働
委
員
会
手
続
に
関
す
る
各
具
体
的
論
点

毎
に
、
問
題
点
の
摘
出
、
関
連
規
定
の
確
認
、
労
働
委
員
会
の
処
理
実
態
の
解
明
、
学
説
、
判
例
の
検
討
を
行
う
。
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
問
題

は
、
学
説
上
、
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
な
テ

l
マ
で
は
無
い
の
で
、
重
複
を
厭
わ
ず
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
し
た
。
次
に
、
救
済
命
令
、
救
済
利
益
を

め
ぐ
る
最
高
裁
判
例
に
つ
き
、
判
示
内
容
の
確
認
、
関
連
判
決
及
び
問
題
点
の
検
討
を
行
う
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
四
章
に
お
い
て
あ
る
程

度
統
一
的
な
視
角
か
ら
私
見
を
提
示
し
た
い
。
新
た
な
観
点
か
ら
の
不
当
労
働
行
為
法
理
の
見
直
し
が
で
き
れ
ば
と
お
も
っ
て
い
る
。

組合申立の法構造

(
1
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
道
幸
哲
也
「
労
働
組
合
の
公
正
代
表
義
務
!
新
法
理
へ
の
模
索
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
六
九
号
(
一
九
八
七
年
)
参
照
。

(
2
)
理
論
的
に
は
団
結
権
を
重
視
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際
の
運
営
や
そ
れ
を
支
え
る
意
識
に
お
い
て
は
個
人
的
救
済
が
為
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
労
働
争
議
調
査
会
編
・
不
当
労
働
行
為
事
件
に
お
け
る
特
殊
性
の
研
究
(
一
九
五
六
年
)
三
三
頁
。

(
3
)
ア
メ
リ
カ
不
当
労
働
行
為
制
度
の
基
本
的
な
特
徴
に
つ
い
て
は
、
道
幸
哲
也
・
不
当
労
働
行
為
救
済
の
法
理
論
ご
九
八
八
年
)
参
照
。

(
4
)
不
当
労
働
行
為
制
度
の
運
営
実
態
に
つ
い
て
は
、
近
畿
大
学
労
働
問
題
研
究
所
編
・
労
働
委
員
会
の
実
情
と
問
題
点
(
一
九
八

O
年
)
、
石
川
吉

右
衛
門

1
萩
沢
清
彦
編
著
・
不
当
労
働
行
為
制
度
の
実
際
ご
九
八

O
年
)
、
全
国
労
働
委
員
会
連
絡
協
議
会
・
不
当
労
働
行
為
事
件
審
査
の
た
め

の
手
引
(
一
九
八
三
年
)
、
労
働
委
員
会
年
報
等
参
照
。
不
当
労
働
行
為
制
度
の
直
面
し
て
い
る
基
本
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
労
使
関
係
法
研
究
会

報
告
書
・
不
当
労
働
行
為
事
件
審
査
の
迅
速
化
(
一
九
八
二
年
)
参
照
。
ま
た
、
取
消
訴
訟
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
司
法
研
修
所
編
・
救
済
命
令

の
取
消
訴
訟
の
処
理
に
関
す
る
研
究
二
九
八
七
年
)
参
照
。

(
5
)
判
例
法
上
、
ほ
ぽ
一
貫
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
最
近
の
例
と
し
て
は
、

一
二
四
四
l
一
二
六
が
あ
る
。

(
6
)
不
当
労
働
行
為
の
成
否
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、

あ
け
ぼ
の
タ
ク
シ
ー
事
件
昭
和
六
二
・
四
・
二
最
一
小
判

判
例
時
報

個
々
の
組
合
員
の
自
主
的
活
動
の
「
組
合
活
動
性
」
、
「
正
当
性
」
も
争
わ
れ
て
い
る
。
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説

一
章

申
立
を
め
ぐ
る
問
題

論

不
当
労
働
行
為
審
査
手
続
は
、
申
立
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
、
労
働
委
員
会
は
「
当
該
申
立
が
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
問
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

(

労
働
組
合
法
二
七
条
一
項
)
。
こ
の
申
立
は
、
通
常
申
立
書
の
提
出
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
れ
に
は
次
の
事
項
を

記
載
す
る
必
要
が
あ
る
(
規
則
三
二
条
)
。
一
号
申
立
人
の
氏
名
及
び
住
所
、
二
号
被
申
立
人
の
氏
名
及
び
住
所
、
一
二
号
不
当
労
働
行
為

を
構
成
す
る
具
体
的
事
実
、
四
号
請
求
す
る
救
済
の
内
容
、
五
号
申
立
の
日
付
。
そ
の
後
の
手
続
は
こ
の
申
立
の
内
容
を
中
心
に
進
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
審
問
終
結
後
は
、
「
申
立
人
の
請
求
に
か
か
る
救
済
」
の
適
否
に
つ
い
て
の
判
断
が
為
さ
れ
る
(
同
法
二
七
条
四
項
)
。

そ
の
意
味
で
は
、
誰
が
申
立
権
者
に
な
り
え
る
か
(
申
立
適
格
)
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
済
命
令
の
内
容
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で
、
理

論
的
、
実
務
的
に
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
不
当
労
働
行
為
制
度
の
保
護
法
益
を
具
体
的
に
考
察
す
る
上
で
も
、
不
可
欠
の
検
討
課

題
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
法
上
の

N
L
R
B
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
護
法
益
が
「
公
益
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

申
立
「
権
」
者
と
い
う
発
想
自
体
が
無
い
。
如
何
な
る
者
も
官
ミ
胃

3
8∞
)
申
立

(
n
v
R常
)
を
為
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

申
立
が
為
さ
れ
る
と
、
労
働
委
員
会
は
事
件
の
調
査
、
審
問
を
開
始
す
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
申
立
人
の
意
向
に
よ
っ
て
も
し
く
は

和
解
等
に
よ
り
申
立
の
取
り
下
げ
が
為
さ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
。
で
は
、
取
り
下
げ
に
つ
い
て
、
申
立
人
グ
ル
ー
プ
内
、
と
り
わ
け
被

処
分
者
と
組
合
と
の
聞
に
お
い
て
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
場
合
に
、
ど
う
処
理
す
べ
き
か
。
具
体
的
事
件
に
お
い
て
同
種
問
題
に
直
面
す
る

こ
と
は
少
な
く
な
い
。
実
際
に
は
、
当
事
者
の
力
関
係
に
よ
っ
て
そ
れ
な
り
に
「
適
切
な
」
解
決
が
為
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
点
も

重
要
な
理
論
的
検
討
課
題
と
い
え
よ
う
。

(
1
)
こ
の
点
に
つ
き
詳
し
く
は
、
道
幸
・
前
掲
書
四
五
頁
以
下
参
照
。
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A 

ω
申
立
権
者

関
連
規
定

労
働
組
合
法
二
七
条
一
項
は
、
不
当
労
働
行
為
手
続
の
開
始
に
つ
き
、
申
立
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
同
法
五
条
一
項

は
、
資
格
審
査
を
経
た
組
合
及
び
七
条
一
号
に
つ
い
て
個
々
の
労
働
者
に
、
申
立
適
格
を
-
認
め
て
い
る
。
同
時
に
、
労
働
組
合
法
施
行
令
二

七
条
一
項
は
、
労
働
組
合
そ
の
他
の
労
働
者
の
団
体
に
、
ま
た
、
同
規
則
三
二
条
二
項
一
号
は
、
労
働
組
合
そ
の
他
権
限
あ
る
団
体
に
申
立

適
格
を
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一
号
以
外
の
不
当
労
働
行
為
類
型
に
関
し
て
は
、
誰
が
申
立
権
者
に
な
り
う
る
か
に
つ
い
て
の
明
文
の

規
定
は
存
し
な
い
。
ま
た
、
申
立
を
す
る
か
否
か
、
如
何
な
る
申
立
を
す
る
か
に
つ
き
、
組
合
と
組
合
員
の
意
向
が
対
立
し
た
場
合
に
、
そ

れ
を
ど
う
調
整
す
べ
き
か
を
定
め
た
規
定
も
無
い
。
そ
れ
ら
は
、
何
れ
も
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
制
度
の
設
計
時
に
は
、

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
す
ら
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

労
働
委
員
会
規
則
に
お
い
て
も
、
申
立
の
方
式
に
つ
い
て
(
申
立
書
に
よ
る
三
二
条
一
項
、
口
頭
に
よ
る
三
ニ
条
三
項
)
の
定
め
が
あ
る

が
、
申
立
権
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定
は
な
い
。
同
規
則
三
二
条
に
お
い
て
申
立
書
の
記
載
事
項
が
、
三
四
条
に
お
い
て
申
立
の

却
下
が
、
ま
た
三
五
条
に
お
い
て
申
立
の
取
り
下
げ
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

組合申立の法構造

B 

労
働
委
員
会
に
お
け
る
処
理
実
態

実
際
の
事
件
処
理
に
お
い
て
、
誰
が
不
当
労
働
行
為
事
件
の
申
立
人
と
な
っ
て
い
る
か
。
ま
ず
一
九
八
七
年
版
労
働
委
員
会
年
報
(
四
一

号
)
に
よ
り
、
申
立
人
別
申
立
件
数
及
び
そ
の
構
成
比
率
を
見
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
、
全
件
数
と
民
間
企
業
関
係
の
件
数
と
の
聞
に
顕
著
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
判
る
。
そ
の
理
由
は
、
前
者
に
お
い
て
単
労
や
企
業
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説論

申立人別申立件数及び構成比率(初審) (単位:件、%)
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表 1

申立人別申立件数及び構成比率(初審)
〔民間企業関係事件単位:件、%)

i
L
-
A
υ

。。凋告。。

r
ι
-
A
U
0
6
 

a--F-EES 

表 2

年
7

一ad晶
Z
A
'
ヴ
d
q
J
V

吋

}
-
2
5
2
4

1
E
・
-
に
1
v
s
a弔

職
員
等
の
官
公
労
働
者
の
事
案
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
等
は
地

方
公
務
員
法
上
の
職
員
団
体
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
(
所
謂
混
合
組
合
)
、

個
人
申
立
が
多
い
。
組
合
申
立
が
出
来
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
疑
義
を
回
避
す
る
た
め

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
民
間
企
業
関
係
の
申
立
に
つ
い
て
だ
け
検
討
す
る

」
と
に
し
た
い
。

民
間
企
業
に
お
け
る
申
立
の
特
徴
と
し
て
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
一
と
し
て
、
組
合
申
立
の
比
率
が
圧
倒
的
に
多
く
、
約
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

る
。
そ
の
こ
と
し
て
、
近
時
そ
の
構
成
比
率
は
ほ
ぼ
同
一
割
合
に
お
い
て
推
移
し
て
い

る
。
で
は
、
何
故
組
合
申
立
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
い
の
か

(
個
人
申
立
が
為
さ
れ
る

合場
、t.

不 2
当し
労て
働、

f子組
主主 t.  

が z
想望
1=1♀，. 
結暴
成査
時上
にの
為疑
さ義
れが
たあ
場る
宣場
主白色 ぷ与

を1=1，

あ組
げ会

るが

i与
が正
で反
き対
るZの
τ場

そ
の
理
由
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ご
く
一
般
的
に
い
え
ば
、
不
当
労
働

行
為
制
度
の
趣
旨
を
組
合
の
団
結
権
の
保
護
と
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

組
合
が
主
導
的
に
申
立
を
為
さ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
申
立
自
体
が
為
さ

れ
に
く
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
申
立
の
主
体
を
誰
に
す
る
か
に
つ
い
て
当
事

者
が
ど
の
程
度
真
剣
に
考
慮
し
て
い
る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
少
な
く
と
も
、
申

立
の
段
階
で
は
本
稿
の
よ
う
な
問
題
関
心
は
ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る。
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次
に
、
申
立
が
為
さ
れ
た
場
合
に
労
働
委
員
会
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
か
。
こ
の
処
理
の
仕
方
は
各
地
労
委
(
場
合
に
よ

れ
ば
各
委
員
)
に
お
い
て
必
ず
し
も
同
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
概
略
次
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

当
事
者
と
同
様
に
、
労
働
委
員
会
も
申
立
適
格
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
考
え
て
は
い
な
い
。
申
立
適
格
を
広
汎
に
認
め
て
い
る
訳
で

一
号
を
も
含
め
て
各
号
に
つ
き
組
合
申
立
が
為
さ
れ
得
る
の
を
当
然
視
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
処
理
が
為
さ

れ
て
い
る
原
因
は
な
に
か
。
第
一
に
、
実
際
上
、
各
号
に
つ
き
重
複
し
た
申
立
が
為
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
、
各
号
毎
に
個
別
的
に
申
立

適
格
を
考
え
る
の
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
申
立
段
階
に
お
い
て
は
、
組
合
と
組
合
員
と
の
利
害
や
意
向
が
対
立
し

あ
る
。

と
り
わ
け
、

て
い
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
き
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
解
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

よ
う
な
対
立
が
無
い
が
ゆ
え
に
、
双
方
申
立
で
は
な
く
組
合
申
立
が
為
さ
れ
る
傾
向
に
有
る
と
言
え
よ
う
。

(
1
)
個
人
申
立
の
動
機
と
し
て
「
不
利
益
扱
い
が
感
情
的
に
許
せ
な
い
と
思
っ
た
た
め
」
と
の
回
答
が
多
い
(
四
五
%
、
重
複
回
答
)
の
が
注
目
さ

れ
る
。
神
奈
川
県
地
労
委
事
務
局
審
査
課
・
不
当
労
働
行
為
事
件
追
跡
調
査
の
報
告
書
(
一
九
八
五
年
)
二

O
頁。

C 

労
働
委
員
会
命
令
及
び
裁
判
例

組合申立の法構造

労
働
委
員
会
は
不
当
労
働
行
為
の
申
立
適
格
(
申
立
権
)
を
広
汎
に
認
め
て
い
る
。
ご
く
一
般
的
に
い
え
ば
、
当
該
不
当
労
働
行
為
に
よ
っ

て
自
ら
の
利
益
を
害
さ
れ
た
者
に
申
立
適
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
畑
電
鉄
事
件
(
昭
和
五

0
・
二
・
二
七
島
根

委
命
令
集
五
五
l
二
二

O
)
は
、
「
一
般
に
、
不
当
労
働
行
為
の
申
立
権
は
、
団
結
権
の
侵
害
を
直
接
間
接
に
受
け
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、

救
済
に
対
し
て
正
当
な
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
点
に
つ
き
疑
義
が
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
申
立
適
格
の
有
無
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
命
令
例
及
び
裁
判
例

そ
の
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説

具
体
的
に
は
次
の
諸
点
が
主
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

を
国岡田(二)←)紹

介
し
た

論

第
三
者
の
申
立
は
認
め
ら
れ
る
か

各
号
毎
に
い
か
な
る
者
(
組
合
若
し
く
は
組
合
員
)
に
申
立
適
格
が
認
め
ら
れ
る
か

如
何
な
る
団
体
も
し
く
は
代
表
者
の
申
立
が
「
組
合
申
立
」
と
見
な
さ
れ
る
か

非
組
合
員
に
対
す
る
措
置
に
つ
き
組
合
申
立
を
為
し
う
る
か

一
人
組
合
の
申
立
適
格
は
認
め
ら
れ
る
か

い
ず
れ
の
問
題
も
、
実
務
的
及
び
理
論
的
に
極
め
て
興
味
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
、
こ
こ
で
は
二
番
目
の
論

点
だ
け
を
取
り
あ
げ
た
い
。
三
番
目
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
組
合
内
に
お
け
る
諸
グ
ル
ー
プ
聞
の
対
立
を
ど
う
調
整
す
べ
き
か
と
い
う
関
連

す
る
問
題
も
あ
る
。
論
議
の
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
そ
の
点
の
検
討
は
差
し
控
え
た
い
。

で
は
、
各
号
毎
に
、
い
か
な
る
者
に
申
立
適
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
。
一
号
に
つ
き
、
個
人
申
立
が
出
来
る
こ
と
は
、
労
働
組
合
法
五

条
二
項
の
解
釈
か
ら
い
っ
て
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
組
合
申
立
が
出
来
る
こ
と
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
異
論
が
無
い
(
例
え
ば
、
米

軍

羽

田

飛

行

場

事

件

昭

和

五

0
・
八
・
三

O
茨
城
委

昭
和
=
二
・
コ
了
一
東
京
委
命
令
集
一
四
|
九
八
、
井
関
銘
木
工
業
事
件

令
集
五
六
l
二
六
六
、
倉
吉
市
農
協
事
件
昭
和
五

0
・一

0
・
二
二
鳥
取
委
命
令
集
五
七
|
二
二
等
)
。
そ
れ
ら
の
事
案
に
お
い
て
、

不
利
益
取
り
扱
い
が
「
同
時
に
組
合
の
団
結
権
に
対
す
る
侵
害
で
も
あ
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
実
際
上
も
組
合
申
立
の
例
が
多
い
。

双
方
申
立
が
出
来
る
こ
と
も
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
不
利
益
取
り
扱
い
の
禁
止
と
組
合
の
団
結
権
と
の
関
連
に
つ
き
、
理
論
的

に
詰
め
た
議
論
が
為
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
パ
ッ
ク
・
ペ
イ
か
ら
の
中
間
収
入
の
控
除
の
要
否
や
救
済
利
益
を
め
ぐ
る
論
議
が
錯
綜

す
る
所
以
で
あ
る
。

次
に
、
二
号
違
反
に
た
い
す
る
申
立
に
関
し
て
は
、
団
交
要
求
と
い
う
事
柄
の
性
質
上
組
合
申
立
が
圧
倒
的
に
多
い
。
個
人
申
立
の
例
は
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無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
労
働
委
員
会
が
特
定
の
判
断
を
示
し
た
例
は
極
め
て
少
な
い
。
一
般
的
に
は
、
申
立
適
格
を
否

認
す
る
傾
向
に
有
る
と
思
わ
れ
る
(
例
え
ば
、
万
座
硫
黄
事
件
昭
和
二
七
・
五
・
二
七
群
馬
委
命
令
集
六
|
八
七
)
。
も
っ
と
も
、
個
人

の
申
立
適
格
を
正
面
か
ら
認
め
た
例
と
し
て
水
島
プ
レ
ス
工
業
事
件
(
昭
和
四
七
・
七
・
二
七
岡
山
委
命
令
集
四
七
i
四
二
三
)
を
あ
げ

る
こ
と
が
出
来
る
。
同
命
令
は
、
「
団
交
を
拒
否
せ
ら
れ
た
労
働
組
合
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
つ
個
人
は
、
そ
の
労
働
組
合
の
た
め
に
労
組
法

第
二
七
条
の
救
済
申
立
て
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
御
用
組
合
化
し
た
組
合
の
立
ち
直
り
の
観
点
を
強
調
し
て
い
る
。

組
合
運
営
に
対
す
る
支
配
介
入
を
禁
止
す
る
三
号
事
件
に
つ
い
て
、
組
合
が
申
立
を
為
し
う
る
こ
と
は
当
然
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
問
題

は
、
個
人
申
立
の
適
否
で
あ
る
。
個
人
申
立
が
為
さ
れ
る
例
は
必
ず
し
も
多
く
は
無
い
が
、
労
働
委
員
会
は
、
一
般
的
に
、
三
号
は
組
合
員

個
人
の
組
合
活
動
に
対
す
る
支
配
介
入
を
も
禁
止
し
て
い
る
と
し
て
(
新
日
本
製
鉄
事
件
昭
和
四
七
・
四
・
四
福
岡
委
命
令
集
四
六

l
五

七
二
)
、
支
配
介
入
行
為
の
利
害
関
係
人
で
あ
る
個
人
の
申
立
適
格
を
認
め
て
い
る
(
日
本
ク
ロ
ス
工
業
事
件
昭
和
四
五
・
=
了
二
ハ
中

労
委
命
令
集
四
三
l
六
七
三
、
日
本
I
B
M
事
件
昭
和
五
了
五
・
二
二
大
阪
委
命
令
集
五
八
l
五
一
八
等
)
。
裁
判
例
に
お
い
て
も
、

被
救
済
利
益
は
広
く
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
個
人
申
立
を
認
め
て
い
る
(
山
岡
内
燃
機
事
件
昭
和
二
六
・
七
・
一
七
大
津
地

判
労
民
集
二

l
四
|
四
八
三
、
同
事
件
昭
和
二
七
・
八
・
二
二
大
阪
高
判
労
民
集
三
四
l
三
O
四
)
。
例
外
的
に
、
組
合
員
に
申
立

適
格
が
な
い
と
の
判
断
を
示
す
も
の
と
し
て
万
座
硫
黄
事
件
(
昭
和
二
七
・
五
・
二
七
群
馬
委
命
令
集
六
l
八
七
)
や
太
平
工
業
事
件
(
昭

和
五
七
・
六
・
一
一
岩
手
委
命
令
集
七
一

l
四
四

O
、
本
件
は
や
や
特
殊
な
事
案
で
あ
り
、
支
部
が
組
合
の
内
部
組
織
に
す
ぎ
な
い
の
で
、

同
支
部
に
対
す
る
支
配
介
入
禁
止
の
申
立
が
許
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
)
が
有
る
。

四
号
事
件
は
極
め
て
少
な
く
、
申
立
適
格
の
有
無
が
争
い
に
な
っ
た
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
個
人
及
び
組
合
申
立
の
双
方
が
認
め
ら
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
申
立
に
つ
き
、
組
合
と
組
合
員
の
意
向
の
調
整
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
を
紹
介
し
た
い
。
申
立
の
段
階
に
お
い
て
、
申
立
を
す
る
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説

か
否
か
若
し
く
は
知
何
な
る
申
立
を
す
る
か
に
つ
き
当
事
者
聞
に
お
い
て
意
見
の
対
立
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

点
が
労
働
委
員
会
命
令
に
お
い
て
正
面
か
ら
問
題
と
な
る
事
は
極
め
て
少
な
い
。
具
体
例
と
し
て
は
、
不
利
益
取
り
扱
い
を
受
け
た
組
合
員

個
人
の
意
向
に
反
し
て
組
合
が
救
済
申
立
を
為
し
う
る
か
が
争
わ
れ
て
お
り
、
明
治
鉱
業
事
件
(
昭
和
二
六
・
九
・
一

O
北
海
道
委
命
令

集
五
|
四
四
)
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
個
人
と
し
て
救
済
を
申
立
て
る
意
思
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
き
で
も
、

こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
救
済
を
申
立
て
る
利
益
が
直
ち
に
失
わ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
労
働
組
合
の
申
立
に
よ
る
場

合
、
個
人
の
意
思
、
一
身
専
属
の
利
害
を
全
然
無
視
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
に
過
ぎ
な
い
」
。
本
人
の
意
思
に
反
し
て
ま

で
、
組
合
が
原
職
復
帰
等
を
求
め
る
こ
と
を
出
来
な
い
こ
と
は
既
に
東
芝
車
両
事
件
(
昭
和
二
六
・
五
・
一

O
東
京
委
命
令
集
四
|
四

O

八
)
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
た
。
同
様
に
、
九
州
産
業
交
通
事
件
(
昭
和
三
九
・
三
・
七
熊
本
委
命
令
集
三

0
・
三
一
ー
ー
一
五
四
)

に
お
い
て
も
、
不
利
益
を
受
け
た
組
合
員
の
脱
退
も
し
く
は
不
利
益
承
認
(
本
件
は
申
立
後
の
脱
退
の
ケ

l
ス
で
あ
る
)
に
よ
り
組
合
の
申

立
権
は
消
滅
し
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
他
の
組
合
員
の
団
結
権
行
使
に
対
す
る
影
響
を
除
去
し
、
自
主

的
な
組
合
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
」
事
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
何
れ
の
事
案
に
お
い
て
も
、
一
号
事
件
の
処
理
に
つ
き
、
組

合
に
独
自
の
利
益
が
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
(
こ
の
点
は
、
前
掲
・
旭
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
工
業
事
件
最
判
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い

る
)
。
こ
れ
・
ら
の
判
断
は
、
救
済
利
益
論
に
連
な
る
内
容
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
組
合
加
入
前
の
(
組
合
員
に
対
す
る
)
不
当
労
働
行
為
に
つ
き
組
合
が
救
済
申
立
を
為
し
う
る
か
の
問
題
に
お
い
て
も
、
組

合
独
自
の
利
益
の
有
無
が
争
わ
れ
て
い
る
。
京
都
ヤ
ク
ル
ト
製
造
事
件
(
昭
和
四
了
=
了
三
京
都
委
命
令
集
三
四
・
三
五
|
八

O
八)、

日
本
自
動
車
振
興
事
件
(
昭
和
四
四
・
三
・
一

O
京
都
委
命
令
集
四

0
1二
八
二
)
及
び
福
井
新
聞
社
事
件
(
昭
和
四
八
・
三
・
二
四
福

命
令
集
四
九
|
一
七

O
)
に
お
い
て
、
事
案
の
処
理
に
つ
き
組
合
自
体
に
利
害
関
係
が
有
る
(
例
え
ば
、
組
合
員
と
し
て
復
帰
す
る

の
で
組
合
申
立
を
認
め
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
日
の
出
タ
ク
シ
ー
事
件
(
昭
和
四
六
・
三
・
一
九
山
口
委

論

井
委

可
能
性
が
あ
る
)
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に
お
い
て
は
、
加
入
前
の
解
雇
等
に
よ
っ
て
寸
申
立
組
合
の
団
結
権
に
対
し
何
ら
か
の
具
体
的
影
響
が
あ
る
と

認
め
る
に
足
る
資
料
が
な
い
」
と
し
て
組
合
の
救
済
利
益
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

命
令
集
四
四
l
二
O
五
)

(
1
)
申
立
適
格
一
般
に
つ
い
て
は
塚
本
重
頼
・
労
働
委
員
会
(
一
九
七
七
年
)
三
四
頁
以
下
、
高
島
l
佐
藤
l
高
田
l
千
々
岩
・
不
当
労
働
行
為
審

査
手
続
(
一
九
八
六
年
)
四
三
頁
以
下
参
照
。
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
森
本
弥
之
介
「
不
当
労
働
行
為
救
済
手
続
に
お
け
る
申
立
人
に
つ
い

て
」
中
央
労
働
時
報
七
四
一
号
(
一
九
八
六
年
)
参
照
。

(
2
)
最
高
裁
は
、
駆
け
込
み
訴
え
に
基
づ
く
団
交
要
求
を
認
め
て
い
る
(
日
本
鋼
管
事
件
・
昭
和
六
一
・
七
・
一
五
最
三
小
判

l
一一一)。

労
働
判
例
四
八
四

D 

学
説
の
概
観

組合申立の法構造

知
何
な
る
者
に
申
立
適
格
が
認
め
ら
れ
る
か
。
学
説
の
立
場
と
し
て
は
、
大
別
し
て
そ
れ
を
広
く
認
め
る
も
の
と
狭
く
解
す
る
見
解
に
二

分
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
主
に
二
号
事
件
に
つ
き
、
個
人
申
立
が
許
さ
れ
る
か
、
ま
た
一
号
事
件
に
つ
き
組
合
申
立
が
認
め
ら
れ
る
か
に

つ
い
て
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
労
働
委
員
会
実
務
が
申
立
適
格
を
広
汎
に
認
め
て
い
る
の
で
、
論
争
が
本
格
的
に
為
さ
れ
て

い
る
訳
で
は
な
い
。
多
数
説
は
、
労
働
委
員
会
実
務
を
概
ね
支
持
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
(
石
川
吉
右
衛
門
・
労
働
組
合
法
〈
一
九
七
八
年
〉

三
八
一
頁
、
外
尾
健
一
・
労
働
団
体
法
〈
一
九
七
五
年
〉
三

O
八
頁
、
労
働
省
労
政
局
労
働
法
規
課
編
・
新
訂
版
労
働
組
合
法
労
働
関
係

調
整
法
〈
一
九
七
八
年
〉
六
三
七
頁
)
。

申
立
適
格
を
広
汎
に
認
め
る
見
解
と
し
て
大
和
哲
夫
・
佐
藤
香
労
働
委
員
会
規
則
ご
九
七
四
年
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
労
働

組
合
の
救
済
利
益
は
、
そ
の
組
合
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
組
合
が
申
立
て
を
す
る
か
否
か
は
、
不
当
労
働
行
為
を
受
け
た
個
々
の
労

働
者
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
」
ず
、
「
逆
に
組
合
が
被
救
済
利
益
を
、
つ
ま
り
申
立
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
も
、
そ
の
労
働
者
は
個
人
と
し
て
救
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説

済
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
一
九
五
頁
)
と
、
解
し
て
い
る
。
結
局
、
各
号
に
つ
き
組
合
及
び
個
人
の
申
立
を
認
め
て
い
る
訳
で
あ

る
(
大
和
哲
夫
「
救
済
手
続
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
労
働
法
制
八
八
頁
は
、
各
号
に
つ
き
申
立
権
の
有
無
を
区
別
す
る
実
益
が
無
い
と
指

摘
し
て
い
る
)
。
た
だ
、
二
号
、
三
号
の
行
為
に
対
す
る
個
人
申
立
に
つ
い
て
は
、
「
使
用
者
の
圧
力
そ
の
他
の
事
情
で
組
合
か
ら
の
申
立
て

を
期
待
し
得
な
い
状
況
で
あ
る
か
ぎ
り
L

(

一
九
六
頁
)
と
の
限
定
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
労
働
委
員
会
実
務
よ
り
は
か
な
り

厳
格
な
立
場
と
言
え
よ
う
。

論

多
く
の
学
説
も
、
各
号
に
つ
き
組
合
の
申
立
適
格
を
認
め
る
と
と
も
に
、
四
号
に
つ
き
個
人
申
立
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
二

号
事
件
に
つ
い
て
だ
け
、
個
人
申
立
が
許
さ
れ
て
い
な
い
(
塚
本
重
頼
・
労
働
委
員
会
〈
一
九
七
七
年
〉
三
九
頁
、
東
大
労
働
法
研
究
会
・

注
釈
労
働
組
合
法
下
巻
〈
一
九
八

O
年
〉
九
六
四
頁
、
九
六
六
頁
、
森
本
弥
之
介
「
不
当
労
働
行
為
救
済
手
続
に
お
け
る
申
立
人
に
つ
い

て
」
中
央
労
働
時
報
七
四
一
号
、
三
五
頁
)
。
団
交
拒
否
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
の
は
組
合
の
利
益
だ
け
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
団
交
拒
否
が
支
配
介
入
に
も
あ
た
る
と
し
て
、
個
人
申
立
が
許
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
(
東
大
労
働
法
研
究

会
・
前
掲
書
九
六
六
頁
)
。

他
方
、
申
立
適
格
を
厳
格
に
解
す
る
立
場
と
し
て
山
口
浩
一
郎
・
労
働
組
合
法
ご
九
八
三
年
)
が
あ
る
。
七
条
各
号
の
文
言
と
不
当
労

働
行
為
の
態
様
か
ら
み
て
、
一
号
、
四
号
事
件
に
つ
い
て
は
個
人
の
み
、
二
号
、
三
号
事
件
に
つ
い
て
は
組
合
の
み
に
申
立
権
が
有
る
と
解

一、
一一一、

し
て
い
る
こ

O
二
頁
)
。

以
上
の
よ
う
な
山
口
説
的
な
問
題
関
心
か
ら
、
こ
の
問
題
を
全
面
的
に
検
討
し
た
最
近
の
注
目
す
べ
き
見
解
と
し
て
安
枝
英
神
「
不
当
労

働
行
為
の
申
立
人
」
荒
木
還
暦
・
現
代
の
生
存
権
(
一
九
八
六
年
)
が
あ
る
。
本
論
文
は
、
各
不
当
労
働
行
為
類
型
に
応
じ
た
申
立
人
の
範

囲
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
そ
の
結
論
を
示
す
な
ら
ば
、
概
略
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

付
不
利
益
取
り
扱
い

l
1
l
双
方
に
申
立
権
が
認
め
ら
れ
る
が
、
組
合
自
体
は
不
利
益
取
り
扱
い
が
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
救
済
利
益
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を
有
し
な
い

国岡田(二)

黄
犬
契
約
|
|
双
方
に
申
立
権
が
認
め
ら
れ
る

シ
ョ
ッ
プ
協
定
|
|
双
方
に
申
立
権
が
認
め
ら
れ
る

団
交
拒
否

l
l
'
組
合
に
の
み
申
立
権
が
認
め
ら
れ
る

支
配
介
入
|
ー
組
合
に
つ
い
て
は
問
題
が
無
く
、
個
人
に
つ
い
て
は
制
限
的
に
認
め
ら
れ
る

経
費
援
助
|
|
原
則
と
し
て
個
人
に
申
立
権
が
認
め
ら
れ
る

以
上
の
論
議
は
、
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
、
そ
の
結
論
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
理
論
構
成
に
つ
い
て
根
本
的

な
疑
問
を
有
し
て
い
る
。
私
見
に
つ
い
て
は
、
四
章
不
当
労
働
行
為
法
理
の
再
検
討
に
お
い
て
展
開
し
た
い
。

杭)
E 

検
討
課
題

申
立
適
格
に
関
し
知
何
な
る
問
題
が
有
る
か
。
予
め
、
論
点
を
摘
示
す
る
と
と
も
に
、
論
点
相
互
間
の
関
連
性
を
確
認
し
、
同
時
に
本
稿

組合申立の法構造

に
お
い
て
考
察
す
る
対
象
を
限
定
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
申
立
権
者
(
申
立
適
格
)
一
般
の
問
題
で
あ
る
。
七
条
の
各
号
に
つ
き
、
如
伺
な
る
も
の
に
申
立
適
格
が
有
る
の
か
。
主
に
、

組
合
申
立
と
個
人
申
立
の
適
否
が
争
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
が
本
稿
の
主
要
な
検
討
対
象
の
一
に
他
な
ら
な
い
。
第
三
者
の
申
立
が
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
は
、
既
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
の
論
点
の
コ
ロ
ラ
リ
!
と
し
て
次
の
二
つ
の
検
討
課
題
を
指
摘
し
う
る
。
そ
の
一
は
、
申
立
段
階
に
お
い
て
、
申
立
の
仕
方
に
つ
い

て
組
合
と
組
合
員
と
の
意
向
が
相
違
し
た
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
組
合
員
の
意
向
に
反
し
て
組
合
が
申
立
を
為
し
う
る
か
、
ま
た
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説論

そ
の
逆
の
場
合
は
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
申
立
権
者
を
広
く
解
す
る
場
合
に

る
と
き
)
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
事
態
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
二
は
、
誰
が
申
立
主
体
に
な
る
か
に
よ
っ
て
、
救
済
命
令
の
内
容
が
制
限
さ
れ
る
か
の
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
組
合
員
個
人
の
意

思
が
明
ら
か
な
場
合
の
組
合
申
立
に
つ
い
て
、
特
に
問
題
と
さ
れ
る
。
救
済
利
益
論
に
連
な
る
争
点
と
い
え
よ
う
。

第
二
は
組
合
申
立
を
め
ぐ
る
一
連
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
組
合
の
資
格
審
査
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
。
こ
の
制
度
の
問
題
点
に

つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
審
査
の
実
態
も
極
め
て
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
労
働
委
員
会
が
組

合
規
約
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
で
は
あ
れ
、
組
合
運
営
の
民
主
化
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
は
、
申
立
適
格
を
有
す
る
「
労
働
組
合
そ
の
他
の
労
働
者
の
団
体
」
(
労
働
組
合
法
施
行
令
二
七
条
一
項
)
、
「
労
働
組
合
そ
の
他
権

限
あ
る
団
体
」
(
労
働
委
員
会
規
則
三
二
条
二
項
一
号
)
と
は
い
か
な
る
団
体
か
、
で
あ
る
。
上
部
団
体
、
合
同
労
組
、
地
区
労
、
混
合
組
合
、

組
合
の
内
部
機
関
た
る
支
部
・
分
会
、
一
人
組
合
等
の
申
立
適
格
が
争
わ
れ
て
い
る
。
単
組
と
上
部
団
体
(
も
し
く
は
支
部
・
分
会
)
と
の

聞
に
お
い
て
、
申
立
を
め
ぐ
る
意
向
が
は
っ
き
り
と
対
立
し
た
場
合
に
は
、
第
一
の
論
点
に
お
い
て
取
り
あ
げ
た
の
と
類
似
の
事
態
が
生
じ

る
事
と
な
る
。

(
二
号
、
三
号
事
件
に
つ
き
個
人
申
立
を
認
め

そ
の
三
は
、
組
合
の
代
表
者
が
誰
か
に
つ
き
争
い
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
組
合
分
裂
が
絡
ん
だ
事
案
等
で
は
、
こ
の
判
断
は
、
極
め
て
デ

リ
ケ
ー
ト
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

(
例
え
ば
、
最
近
の
ネ
ツ
ス
ル
事
件
昭
和
五
九
・
七
・
三
東
京
委
、
五
九
・
一
一
・
ニ
二
茨
城
委
、
六

0
・

一
一
了
三

O
静
岡
委
、
六
二
・
二
・
二
七
北
海
道
委
参
照
)
。
ご
く
一
般
的
に
い
え
ば
、
申
立
適
格
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
を
あ
ま
り

厳
格
に
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

第
三
は
、
個
人
申
立
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
第
一
の
論
点
以
外
に
、
組
合
の
要
請
に
反
し
て
申
立
を
強
行
す
る
こ
と
自
体
が
統
制
処
分

の

対

象

に

な

る

か

、

が

考

え

ら

れ

う

る

(

西

日

本

精

工

事

件

労

民

集

一

七

!

三

六

五

五

参

照

)

。

昭
和
四
一
・
五
・
三

O
大
津
地
判
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以
上
の
各
論
点
の
内
、
本
稿
で
は
、
専
ら
第
一
の
論
点
だ
け
を
取
り
あ
げ
た
い
。

(1)
例
え
ば
、
塚
本
・
前
掲
書
三
六
頁
は
、
組
合
員
が
解
雇
に
同
意
し
た
場
合
に
は
、

求
め
う
る
に
止
ま
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
2
)
朝
日
新
聞
西
部
本
社
事
件
・
昭
和
五
四
・
四
・
一

O
福
岡
地
判

組
合
と
し
て
は
不
作
為
命
令
や
ポ
ス
ト
・
ノ
1
チ
ス
命
令
を

労
働
判
例
三
一
八
|
二
七
は
、
組
合
支
部
の
申
立
適
格
を
認
め
て
い
る
。

(2) 

申
立
の
取
り
下
げ
、
承
継
等

関
連
規
定

A 

組合申立の法構造

申
立
が
為
さ
れ
る
と
審
査
が
開
始
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
上
は
、
そ
の
後
の
事
情
の
変
更
等
に
よ
っ
て
、
申
立
の
取
り
下
げ
等
が
為
さ

れ
る
例
は
極
め
て
多
く
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
諸
々
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
組
合
法
及
び
労
働
委
員
会
規
則
は
、

こ
の
点
に
つ
き
次
の
よ
う
な
簡
単
な
規
定
を
有
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
ず
、
申
立
の
取
り
下
げ
に
つ
い
て
は
、
規
則
三
五
条
一
項
に
お
い
て
「
申
立
人
は
、
命
令
書
の
写
し
が
交
付
さ
れ
る
ま
で
は
、
い
つ
で

も
、
申
立
て
の
全
部
文
は
一
部
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
L

と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
取
り
下
げ
に
つ
き
被
申
立
人
の
同
意
は
必
要
と
さ

れ
な
い
(
民
事
訴
訟
法
二
三
六
条
二
項
は
、
訴
え
の
取
り
下
げ
に
つ
き
相
手
方
の
同
意
を
必
要
と
し
て
い
る
)
。
同
時
に
、
取
り
下
げ
の
方
法

(
二
項
て
被
申
立
人
に
対
す
る
通
知
(
三
項
)
と
と
も
に
、
「
取
り
下
げ
ら
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
申
立
て
は
、
初
め
か
ら
係
属
し
な
か
っ

た
も
の
と
み
な
す
。
」
(
四
項
)
と
、
申
立
取
り
下
げ
の
効
果
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
申
立
人
は
、
ど
の
よ
う
な
理

由
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
審
査
の
最
中
は
何
時
で
も
、
申
立
の
取
り
下
げ
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
申
立
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の

取
り
下
げ
'
の
段
階
に
つ
い
て
も
、
組
合
と
組
合
員
の
意
向
が
対
立
し
た
時
の
処
理
等
に
関
し
て
は
全
く
定
め
が
無
い
。
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説

申
立
人
の
意
向
に
よ
る
場
合
以
外
に
も
、
和
解
等
に
よ
っ
て
、
申
立
を
維
持
す
る
必
要
が
失
わ
れ
た
時
に
は
、
通
常
、
申
立
の
取
り
下
げ

が
為
さ
れ
る
。
で
は
、
客
観
的
に
申
立
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
労
働
委
員
会
規
則

は
、
申
立
の
却
下
事
由
と
し
て
次
の
三
つ
の
場
合
を
想
定
し
て
い
る
(
三
四
条
一
項
七
号
)
。

ω申
立
人
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
、

ω申
立

人
が
死
亡
若
し
く
は
消
滅
し
、
か
つ
六
箇
月
以
内
に
申
立
の
承
継
の
申
し
出
が
な
い
時
、

ω申
立
人
が
申
立
を
維
持
す
る
意
思
を
放
棄
し
た

時
。
こ
れ
ら
の
事
例
、
と
り
わ
け
第
二
、
第
三
の
例
に
お
い
て
は
、
申
立
の
維
持
に
つ
き
組
合
と
組
合
員
の
意
向
が
対
立
す
る
ケ
1
ス
が
無

論

い
わ
け
で
は
な
い
。

誰
が
申
立
人
に
な
る
か
は
、
通
常
、
申
立
の
段
階
で
定
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
「
当
事
者
そ
の
他
の
関
係
者

か
ら
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
」
に
、
申
立
人
の
追
加
が
為
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
規
則
三
二
条
の
二
、

一
項
)
。
同
規
定
は
、
主
に
被
申
立
人
(
と
り
わ
け
、
偽
装
解
散
事
件
に
お
け
る
、
新
会
社
)
に
つ
き
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
申
立
人

の
追
加
の
根
拠
規
定
で
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
資
格
審
査
制
度
上
の
疑
義
か
ら
、
個
人
申
立
の
追
加
が
為
さ
れ
た
り
、
救
済
命
令
の
型
と

の
関
連
に
お
い
て
、
組
合
申
立
の
追
加
も
為
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
部
団
体
の
追
加
が
為
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
追
加
の
有
無
に
つ
き
、

組
合
と
組
合
員
の
意
向
が
対
立
し
た
時
に
(
種
々
の
パ
タ
ー
ン
で
の
対
立
が
考
え
ら
れ
る
)
、
そ
れ
を
ど
う
調
整
す
べ
き
か
は
、
規
定
上
、
全

く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

B 

労
働
委
員
会
に
お
け
る
処
理
実
態

申
立
が
な
さ
れ
た
後
、
事
件
は
ど
う
処
理
さ
れ
て
い
る
か
。
中
央
労
働
委
員
会
事
務
局
編
、
労
働
委
員
会
年
報
四
一
号
こ
九
八
七
年
)

に
基
づ
き
、

そ
の
全
般
的
傾
向
を
見
て
お
き
た
い
。
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組合申立の法構造

表 3 全労委年次別取扱件数(初審) (単位:件、%)

L定ー計こァ一い一2事寸一T結計終ー←T結率終一寸!繰鑓年次

(2) (2) 
57 11.681 5762.257 2 82 120 198 400 41 56 11 l 109 63 511 23 1.746 

(j) (l) 
58 11.7461.3333.079 - 354 99 235 688 54 49 13 - 116 68 804 26 2.幻5

(1) (l) 
59 12.275 572 2.847 - 73 92 228 393 40 44 14 98 63 491 17 2.356 

(3) (I) (4) 

ω1:制…-763 76 226 1附 54 49 7 4 114 69 1.179 40 1.737 

61 11.737 5462.283 - 224 98 153 475 50 84 12 148 62 623 27 1.660 

(注)①救済率
全部救済+一部救済x1/2 X 100 

命令 ・決 定 × 
② 終結率 終結件数計 xl00 

係属件数計

③(  )数字は、分離命令件数で外数である。

表 4 全労委年次別取扱件数(初審)

〔民間企業関係事件〕 (単位:件、%)

終 結 状
次

取下・和解 命令・決定
終 年

結 繰

率 越

(2) (2) 
57 I 916 524 1.440 2 80 117 194 391 41 56 11 l 109 63 502 35 938 

(I) (I) (I) 
58 I 938 483 1.421 - 64 94 229 387 53 49 11 - 113 69 500 35 921 

(I) (l) (l) 
59 I 921 402 1.323 58 87 212 357 40 44 13 97 64 454 34 869 

(3) (I) (4) 
42 72 183 297 53 49 2 III 70 408 32 866 

61 1 866 401 1.267 一 54 87 141 282 49 83 12 2 146 62 428 34 839 

(注)①救済率
全部救済+一部救済Xl/2xI00 

命令・決定
②終結率 終結件数計 xI00 

係属件数計

③(  )数字は、分離命令件数で外数である。
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説

公
務
員
関
係
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
各
年
次
に
応
じ
て
変
動
が
激
し
く
、
独
自
の
論
点
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
民
間
企
業
関
係
の
傾
向

だ
け
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
次
の
二
点
を
基
本
的
特
徴
と
し
て
指
摘
し
う
る
。
第
一
に
、
申
立
件
数
の
内
、
取
り
下
げ
も
し
く
は
和
解
に

よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
事
件
が
約
七
割
を
占
め
る
。
第
二
は
、
そ
の
う
ち
、
和
解
、
と
り
わ
け
関
与
和
解
(
労
働
委
員
会
の
関
与
の
有
無
に
よ
っ

て
関
与
和
解
、
無
関
与
和
解
に
区
別
さ
れ
る
が
、
実
際
上
は
多
様
な
関
与
の
型
が
あ
る
の
で
、
両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
と
と
も
に
無
意
味
で
あ
る
)
の
割
合
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
不
当
労
働
行
為
事
件
の
多
く
は
、
結
局
労
働
委
員
会
に
よ
る
和
解
を
通
じ
て

「
解
決
」
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
労
働
委
員
会
制
度
の
評
価
や
制
度
設
計
を
す
る
際
に
、
必
ず
念
頭
に
置
く
べ
き
基
本
的
な
事
実
で
あ
る
。

で
は
、
各
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
取
り
下
げ
や
和
解
、
ま
た
申
立
の
承
継
に
つ
い
て
実
際
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
。
和
解

の
実
態
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
(
原
田
賢
司
「
和
解
」
現
代
労
働
法
講
座
一
四
巻
〈
一
九
八
五
年
〉
、
同
「
不
当
労
働
行
為
と

和
解
」
日
本
法
学
四
五
巻
四
号
〈
一
九
八

O
年
〉
、
高
島

l
佐
藤

1
高
田

1
千
々
岩
・
不
当
労
働
行
為
審
査
手
続
〈
一
九
八
六
年
〉
二
三

O
頁

以
下
等
)
の
で
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
以
下
の
事
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
は
、
和
解
は
通
常
使
用
者
と

論

組
合
の
聞
に
お
い
て
為
さ
れ
る
の
で
、
組
合
員
個
人
の
意
向
が
必
ず
し
も
十
分
に
反
映
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
個
人
の
利
益
を
無
視
し
た

和
解
内
容
(
例
え
ば
、
被
解
雇
者
の
自
主
退
職
を
条
件
と
し
た
「
解
決
金
」
の
支
払
い
)
も
少
な
く
な
い
。
組
合
は
、
労
働
委
員
会
が
個
人

の
意
向
を
詮
索
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
の
で
、
結
局
組
合
主
導
的
な
和
解
が
な
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
し
て
、
和
解
の
結
果
申
立
の

取
り
下
げ
が
為
さ
れ
る
の
で
、
手
続
的
に
は
、
結
局
取
り
下
げ
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

前
掲
資
料
に
よ
っ
て
も
、
取
り
下
げ
は
和
解
に
基
づ
く
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
申
立
人
の
意
向
(
の
み
)
に
よ
る
取
り
下
げ
は
、
例
え

ば
専
ら
申
立
を
労
使
交
渉
の
戦
術
と
し
て
利
用
し
た
場
合
や
、
審
査
の
過
程
に
お
い
て
不
当
労
働
行
為
が
認
め
ら
れ
な
い
と
の
心
証
を
申
立

人
自
身
が
得
た
場
合
に
為
さ
れ
る
。
取
り
下
げ
が
為
さ
れ
る
何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
労
働
委
員
会
は
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
な

い
。
た
と
え
、
組
合
と
組
合
員
の
意
向
が
は
っ
き
り
と
対
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
取
り
下
げ
自
体
を
制
約
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
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結
果
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
が
事
実
上
放
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
も
っ
と
も
、
取
り
下
げ
に
反
対
の
者
に
対

し
追
加
申
立
(
規
則
三
ニ
条
の
二
)
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
申
立
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

申
立
人
の
死
亡
若
し
く
は
申
立
組
合
の
消
滅
の
場
合
に
、
申
立
の
承
継
が
問
題
に
な
る
。
規
定
上
は
、
六
月
以
内
に
申
立
を
承
継
す
る
者

が
い
な
け
れ
ば
、
申
立
は
却
下
さ
れ
る
。
審
査
の
最
中
に
、
申
立
組
合
が
消
滅
す
る
事
は
少
な
く
な
い
が
、
指
導
す
る
上
部
団
体
等
が
承
継

す
る
例
を
除
け
ば
、
承
継
例
は
極
め
て
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
個
人
が
そ
れ
を
承
継
す
る
例
も
殆
ど
無
い
と
い
わ
れ
る
。
他
方
、
個
人
の
死

亡
の
場
合
に
は
、
遺
族
や
組
合
が
承
継
で
き
る
か
が
争
わ
れ
て
い
る
(
承
継
の
実
態
及
び
関
連
労
働
委
員
会
命
令
に
つ
い
て
は
、
船
岡
実
「
救

済
申
立
て
の
承
継
を
め
ぐ
る
労
委
命
令
」
中
央
労
働
時
報
七
四
五
号
〈
一
九
八
六
年
〉
参
照
)
。
承
継
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
組
合
と
組
合
員

の
意
向
の
対
立
は
殆
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。

(
1
)
和
解
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
き
、
ど
の
程
度
協
約
法
理
を
適
用
で
き
る
か
は
、
理
論
的
、
実
務
的
に
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
将
来
の
検
討

課
題
と
い
え
よ
う
。

(
2
)
実
際
上
も
、
労
働
委
員
会
が
個
人
の
意
向
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

(
3
)
Z
F岡
山
∞
の
事
件
処
理
上
、
労
使
間
に
お
い
て
自
主
的
な
解
決
が
為
さ
れ
た
と
し
て
も
、
申
立
の
取
り
下
げ
に
は
地
方
支
局
長
の
同
意
が
必
要
と

さ
れ
る
。
詳
し
く
は
、
〉
】
E
D
F
回
OR--
。2u
-
z
g
Z
2
E
Z
m白丹
mu
、H，F
巾戸目
σ0円
切

O白
Ewmω
巾亘巾

B
E片岡》。
-w可
白
ロ
門
ご
y
m
O
Z
R
H
-
4
2
。同

吾巾

Z
区
宮
口
白
-
F
白
σ。
『
閉
山
色
白
丘
。
ロ
∞
〉
2
・3

8

F曲
目
M
O
『
戸
白
老
〕

(
H
S
S
U・
M
g
参
照
。

組合申立の法構造

C 

労
働
委
員
会
命
令
及
び
裁
判
例

労
働
委
員
会
命
令
に
お
い
て
、
和
解
内
容
の
適
否
が
直
接
争
点
に
な
る
こ
と
は
殆
ど
無
い
。
た
だ
、
和
解
を
す
る
前
提
と
し
て
、
組
合
が

組
合
員
個
人
の
利
益
を
ど
の
よ
う
に
代
理
若
し
く
は
代
表
し
て
い
る
か
は
問
題
と
な
る
。
こ
の
論
点
は
、
必
ず
し
も
労
働
委
員
会
手
続
上
の
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説

事
案
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
的
な
形
に
お
い
て
も
争
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
鋼
管
事
件
(
昭
和
六

0
・
九
・
二
六
横

浜
地
川
崎
支
部
判
労
民
集
三
六
l
四
・
五
i
五
九
五
)
に
お
い
て
、
組
合
が
、
使
用
者
に
対
す
る
組
合
員
個
人
の
権
利
に
関
す
る
要
求
に

つ
い
て
、
使
用
者
と
交
渉
す
る
こ
と
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
当
該
交
渉
は
、
組
合
員
個

人
の
事
務
で
あ
る
と
と
も
に
組
合
員
に
対
す
る
使
用
者
の
処
遇
が
労
働
組
合
の
有
す
る
団
結
権
等
の
権
利
に
対
す
る
侵
害
に
な
る
場
合
に

は
、
組
合
の
事
務
た
る
性
質
を
も
兼
ね
備
え
る
、
と
。
組
合
員
の
た
め
の
事
務
で
あ
る
と
と
も
に
組
合
の
事
務
で
あ
る
と
い
う
、
重
複
的
な

性
格
を
持
つ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
か
よ
う
な
考
え
方
は
、
労
働
委
員
会
手
続
上
の
和
解
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

取
り
下
げ
は
、
和
解
に
基
づ
く
場
合
が
多
い
が
申
立
人
の
意
向
だ
け
に
よ
る
ケ
1
ス
も
有
る
。
労
働
委
員
会
は
、
申
立
人
の
意
向
を
重
視

し
て
い
る
の
で
、
取
り
下
げ
は
、
何
時
、
知
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
労
働
委
員
会
命
令
が
、
こ
の
点
に
つ
き
特

段
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
不
当
労
働
行
為
制
度
の
実
施
と
い
う
、
公
益
的
な
観
点
か
ら
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
も
な
い
。

論

せ
い
ぜ
い
、
あ
る
行
為
が
「
取
り
下
げ
」
と
認
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
、
取
り
下
げ
後
の
再
申
立
が
許
さ
れ
る
か
が
争
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
も
っ
と
も
、
組
合
申
立
の
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
取
り
下
げ
に
つ
き
組
合
内
の
意
見
が
対
立
し
た
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
(
飯
島
産

業
事
件
昭
和
三
九
・
六
・
六
千
葉
委
命
令
集
三

0
・
三
一

l
九
一
、
田
中
紡
織
事
件
昭
和
四
二
・
九
・
五
大
阪
委
命
令
集
三
七
|
一

五
三
〉
。
何
れ
も
、
取
り
下
げ
を
決
定
し
た
臨
時
大
会
は
正
規
の
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

当
事
者
の
追
加
に
つ
い
て
は
、
被
申
立
人
の
そ
れ
が
主
に
争
わ
れ
て
い
る
。
申
立
側
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
日
本
航
空
事
件
(
昭
和
四

二
・
八
・
ニ
二
東
京
委
命
令
集
三
七
1

一ニ

O
)
等
に
お
い
て
、
行
為
が
為
さ
れ
た
後
一
年
た
っ
た
の
ち
に
お
い
て
も
追
加
申
立
が
許
さ
れ

る
と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
追
加
申
立
の
効
果
と
し
て
「
当
然
当
初
か
ら
の
申
立
人
と
し
て
の
地
位
を
取
得
す
る
」
と
解
さ
れ

の
で
、
申
立
期
間
は
、
「
当
該
事
件
の
当
初
の
申
立

労
民
集
二
七
|
三
・
四

l
二
三
七
)
。

て
い
る

(
中
鉄
パ
ス
事
件

命
令
集
四

O
l
二
八
六
)

昭
和
四
四
・
三
・
一
三
岡
山
委

の
時
を
基
準
」
と
す
る
こ
と
に
な
る

(
飯
島
産
業
事
件

昭
和
五
一
・
五
・
二
七
東
京
高
判
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一
方
、
申
立
の
承
継
に
つ
い
て
は
、
組
合
が
消
滅
し
た
場
合
の
他
組
合
へ
の
承
継
へ
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
若
干
の
労
働
委
員
会
命
令
が
出

さ
れ
て
い
る
(
詳
し
く
は
、
船
岡
実
「
救
済
申
立
て
の
承
継
を
め
ぐ
る
労
委
命
令
」
中
央
労
働
時
報
七
四
五
号
〈
一
九
八
六
年
〉
参
照
)
。

D 

学
説
の
概
観

申
立
の
取
り
下
げ
、
申
立
人
の
追
加
、
申
立
の
承
継
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
殆
ど
検
討
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
上
述
の
労

働
委
員
会
命
令
に
つ
き
若
干
の
コ
メ
ン
ト
が
為
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
本
稿
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
の
検
討
は
全
く
無
い
と
思
わ
れ
る
。

和
解
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
の
位
置
づ
け
と
の
関
連
に
お
い
て
活
発
な
論
議
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
法
解
釈
上

の
論
争
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

(
1
)
公
益
的
な
立
場
か
ら
取
り
下
げ
を
制
限
で
き
る
か
は
、

(
一
九
六
三
年
)
二

O
二
頁
、
二

O
六
頁
。

一
応
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
大
和
哲
夫
「
不
当
労
働
行
為
と
和
解
」
労
働
法
大
系
四
巻

E 

検
討
課
題

組合申立の法構造

申
立
の
取
り
下
げ
等
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
本
格
的
な
議
論
が
為
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
は
、
幾
つ
か
の
重
要
な
検

討
項
目
を
指
摘
し
う
る
。

第
一
に
、
労
働
委
員
会
手
続
上
の
和
解
を
為
す
際
に
、
組
合
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
組
合
員
を
代
表
し
て
い
る
の
か
。
と
り
わ
け
、

和
解
内
容
に
よ
っ
て
は
本
人
の
個
別
の
授
権
を
必
要
と
す
る
か
。
こ
れ
は
、
主
に
組
合
申
立
の
事
案
に
お
い
て
問
題
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、

和
解
手
続
へ
の
、
個
人
の
参
加
の
在
り
方
及
び
和
解
内
容
の
拘
束
性
、
と
り
わ
け
協
約
法
理
(
方
式
、
期
間
、
規
範
的
効
力
)
の
適
用
の
可
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説

否
が
争
わ
れ
る
。

論

第
二
に
、
取
り
下
げ
の
制
限
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
そ
の
一
と
し
て
、
不
当
労
働
行
為
の
可
能
性
が
有
る
場
合
に
お
い
て
も
、
労
働
委
員

会
と
し
て
は
、
自
主
的
な
取
り
下
げ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
不
当
労
働
行
為
制
度
の
実
施
と
い
う
職
権
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
規

制
の
余
地
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
し
て
、
組
合
申
立
の
取
り
下
げ
に
批
判
的
な
組
合
員
は
、
取
り
下
げ
自
体
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
個
人
申
立
の
取
り
下
げ
に
対
す
る
組
合
の
チ
ェ
ッ
ク
も
問
題
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
、
チ
ェ
ッ
ク
の

具
体
的
方
策
と
し
て
は
、
川
取
り
下
げ
自
体
を
認
め
な
い
伸
他
方
に
対
し
て
申
立
の
承
継
を
認
め
る
付
取
り
下
げ
が
為
さ
れ
る
前
に
申

立
人
の
追
加
を
認
め
る
等
が
考
え
ら
れ
る
。
四
章
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

第
三
に
、
承
継
及
び
追
加
の
在
り
方
、
と
り
わ
け
そ
の
要
件
と
効
果
知
何
。
前
述
の
よ
う
な
事
例
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
課
題

に
他
な
ら
な
い
。

(
1
)
組
合
の
代
表
伎
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
道
幸
哲
也
「
労
働
組
合
の
公
正
代
表
義
務
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
六
九
号
(
一
九
八
七
年
)
一
一
一
頁

参
照
。

ニ
章

命
令
の
審
査
を
め
ぐ
る
問
題

労
働
委
員
会
は
、
調
査
及
び
審
問
を
経
て
「
申
立
人
の
請
求
に
か
か
る
救
済
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
認
容
し
、
文
は
申
立
を
棄
却
す
る

命
令
を
」
発
す
る
こ
と
に
な
る
(
労
働
組
合
法
二
七
条
四
項
)
。
こ
の
初
審
命
令
に
不
満
の
使
用
者
は
、
中
労
委
に
再
審
査
の
申
立
を
す
る
か

(
同
条
五
項
)
、
も
し
く
は
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
事
(
同
条
六
項
)
が
で
き
る
。
同
時
に
、
申
立
人
た
る
労
働
組
合
文
は
労
働
者
も
再
審
査

申
立
や
取
消
訴
訟
を
提
起
し
う
る
(
同
条
一
一
項
)
。
こ
の
再
審
査
申
立
や
取
消
訴
訟
の
提
起
を
す
る
か
否
か
に
つ
き
、
組
合
と
組
合
員
の
意

北法38(5-6・1-126) 1162 



向
が
対
立
し
た
時
に
ど
う
処
理
す
べ
き
か
。
ま
た
、
一
方
が
申
立
人
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
、
他
方
の
意
向
に
反
し
て
そ
の
者
が
再
審
査

申
立
や
取
消
訴
訟
を
提
起
し
う
る
か
も
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
使
用
者
か
ら
再
審
査
の
申
立
や
取
消
訴
訟
の
提
起
が
あ
っ
た
場
合
に
も
、
再

審
査
被
申
立
人
と
し
て
若
し
く
は
取
消
訴
訟
の
(
補
助
)
参
加
入
と
し
て
知
何
に
対
応
す
べ
き
か
も
論
点
の
一
と
な
る
。
こ
の
種
事
案
に
お

い
て
も
、
そ
の
対
応
の
仕
方
に
つ
き
、
組
合
と
組
合
員
の
意
向
が
対
立
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
と
、
命
令
が
確
定
し
な
く
な
る
の
で
、
そ
の
履
行
の
強
制
が
不
可
能
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
組
合
や
組
合
員
の

団
結
権
が
大
幅
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
労
働
組
合
法
二
七
条
は
、
受
訴
裁
判
所
に
緊
急
命
令
を
発
す
る
権
限
を
認

め
る
(
八
項
)
と
と
も
に
、
当
該
命
令
不
履
行
に
対
し
過
料
に
処
す
(
三
一
一
条
)
と
定
め
て
い
る
。
命
令
内
容
の
迅
速
な
履
行
を
図
っ
て
い

る
訳
で
あ
る
。
こ
の
緊
急
命
令
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
司
法
審
査
の
在
り
方
を
中
心
と
し
て
、
判
例
学
説
上
活
発
な
論
議
が
為
さ
れ
て
い

る
。
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
、
緊
急
命
令
の
必
要
性
の
判
断
視
角
と
緊
急
命
令
発
布
手
続
に
対
す
る
申
立
人
の
関
与
の
在
り
方
が
、
こ
こ
で

の
検
討
課
題
と
な
る
。

A 
(1) 

関
連
規
定

中
労
委
に
よ
る
再
審
査

組合申立の法構造

中
労
委
に
よ
る
再
審
査
(
労
働
組
合
法
二
五
条
二
項
)
は
、
地
労
委
の
処
分
の
当
事
者
の
い
ず
れ
か
一
方
の
申
立
(
規
則
五
一
条
)
、
若
し

く
は
職
権
に
基
づ
い
て
(
規
則
五
二
条
)
為
さ
れ
る
。
こ
の
再
審
査
申
立
権
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
に
つ
き
労
働
組
合
法
二
七
条
五
項
、
組

合
や
組
合
員
に
つ
い
て
は
同
条
一
一
項
に
規
定
が
あ
る
。
一
一
項
は
、
昭
和
三
七
年
に
、
行
政
事
件
訴
訟
法
及
び
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行

に
伴
い
現
行
規
定
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
前
の
規
定
は
、
ご
」
の
条
の
規
定
は
、
労
働
組
合
又
は
労
働
者
が
第
二
五
条
の
規
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説

定
に
よ
り
中
央
労
働
委
員
会
に
再
審
査
の
申
立
を
す
る
こ
と
、
又
は
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
、
定
め
て
い
た
。

何
れ
の
規
定
に
お
い
て
も
、
申
立
人
に
な
ら
な
か
っ
た
者
に
再
審
査
申
立
適
格
が
あ
る
か
、
再
審
査
に
つ
き
組
合
と
組
合
員
と
の
聞
に
見
解

の
対
立
が
有
っ
た
場
合
に
ど
う
処
理
す
べ
き
か
、
等
に
つ
い
て
の
定
め
は
全
く
な
い
。

5命

(
1
)
再
審
査
申
立
適
格
を
考
え
る
際
の
関
連
す
る
規
定
と
し
て
は
、
規
則
五
四
条
「
不
服
の
申
立
て
は
、
初
審
に
お
い
て
請
求
し
た
範
囲
を
こ
え
て

は
な
ら
な
い
L

と
同
五
五
条
「
初
審
の
命
令
の
変
更
は
、
不
服
申
立
て
の
限
度
に
お
い
て
の
み
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
」
が
あ
る
。
同
規
定
の
問

題
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
吉
右
衛
門
「
不
当
労
働
行
為
事
件
不
可
分
の
原
則
」
大
和
還
暦
記
念
・
労
働
委
員
会
と
労
働
法
(
一
九
七
九
年
)
参
照
。

B 

労
働
委
員
会
に
お
け
る
処
理
実
態

規
定
上
、
再
審
査
は
、
職
権
に
基
づ
く
も
の
と
当
事
者
の
申
立
に
よ
る
も
の
に
区
分
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
中
労
委
の
職
権
に
基
づ
く

そ
の
よ
う
な
項
目
す
ら
無
い
。
労
働
者
側
及
び
使
用
者
側
の
申
立
件
数
を

示
し
た
以
下
の
よ
う
な
表
が
有
る
に
す
ぎ
な
い
。
同
表
か
ら
再
審
査
の
実
態
に
つ
き
次
の
よ
う
な
顕
著
な
特
徴
を
見
出
す
事
が
出
来
る
。

ω

使
用
者
側
か
ら
の
申
立
が
圧
倒
的
に
多
い
、

ω再
審
査
段
階
に
お
い
て
も
取
り
下
げ
、
和
解
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
る
事
件
が
約
七
割
(
昭

和
六
一
年
に
つ
い
て
は
六
割
に
満
た
な
い
が
)
を
占
め
る
、

ω初
審
命
令
の
全
部
変
更
が
為
さ
れ
る
事
案
は
非
常
に
少
な
い
。

で
は
、
労
働
者
側
の
再
審
査
申
立
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
初
審
(
一
部
棄
却
命
令
の
内
、
何
パ
ー
セ
ン
ト

の
事
件
に
つ
き
再
審
査
若
し
く
は
取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
の
か
を
直
接
示
す
資
料
は
な
い
。
全
労
働
委
員
会
年
次
別
取
り
扱
い
件
数
〈
初

審
、
表
3
、
4
参
照
〉
)
命
令
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
そ
の
傾
向
が
全
く
掴
め
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
一
部
救
済
の
具
体
的
内
容
、
一

部
救
済
と
棄
却
命
令
そ
れ
ぞ
れ
に
占
め
る
再
審
査
申
立
の
割
合
が
明
ら
か
で
な
い
か
ぎ
り
、
や
は
り
正
確
な
実
態
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得

も
の
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
労
働
委
員
会
年
報
に
お
い
て
は
、
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組合申立の法構造

再審査事件取り扱い状況(労働委員会年報41号資料p.7) 
(単位:件)

区分
係 属 状 況 終結状況

年繰越次
前年の 新規申立 d仁』コ 取下 命令・決定 ぷ口』

年 か繰労~1矧計 望書|蓮|菱重|却下l計ら越者 計 和解 計

57 241 16 58 74 315 60 12 7 19 79 236 

58 236 15 51 66 302 54 10 11 21 75 227 

59 227 20 50 70 297 61 12 6 18 79 218 

60 218 14 47 61 279 56 8 5 2 15 71 208 

61 208 22 63 85 293 42 14 17 1 32 74 219 

表5

t
、」。

右
し再

審
査
申
立
を
な
す
か
否
か
に
つ
い
て
、
組
合
と
組
合
員
と
の
意
向
が
対
立
し
た
時
に
は
、
組
合

の
そ
れ
が
よ
り
優
先
す
る
と
思
わ
れ
る
。
費
用
、
手
聞
が
か
か
り
、
よ
り
強
固
な
組
合
の
協
力
体
制

が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

C 

労
働
委
員
会
命
令
及
び
裁
判
例

再
審
査
を
め
ぐ
る
主
要
な
論
点
は
、
再
審
査
申
立
適
格
、
再
審
査
申
立
の
却
下
事
由
及
び
再
審
査

の
範
囲
で
あ
る
。
本
稿
の
関
心
か
ら
は
、
申
立
人
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
者
(
組
合
若
し
く
は
組
合

員
)
が
自
ら
の
名
前
に
お
い
て
再
審
査
申
立
を
な
し
う
る
か
が
問
題
に
な
る
。
中
労
委
は
、

一
畑
電

鉄
事
件
(
昭
和
二
七
・
一
・
一
一
一
二

命
令
集
六
l
二
二

O
)
に
お
い
て
、
棄
却
命
令
に
対
し
初
審
申

立
人
た
る
組
合
が
再
審
査
の
申
立
を
し
な
い
時
に
は
、
係
争
被
解
雇
者
が
独
自
に
再
審
査
を
申
立
て

得
る
と
明
確
に
判
示
し
て
い
る
(
東
京
洗
染
機
械
製
作
所
事
件
昭
和
四
四
・
八
・
六
命
令
集
四

一
l
五
四
二
に
お
い
て
も
、
組
合
が
組
合
員
の
救
済
を
求
め
て
い
る
と
し
て
同
種
の
判
断
が
示
さ
れ

て
い
る
)
。
ま
た
、
組
合
申
立
事
件
の
再
審
査
係
属
中
に
、
本
人
で
あ
る
労
働
者
個
人
の
参
加
(
当
事

者
の
追
加
)
も
許
さ
れ
て
い
る
(
飯
島
産
業
事
件
昭
和
四

0
・
七
・
一
二
中
労
委
命
令
集
三
二
・

三
三
1

五
九

O
)
。
他
方
、
個
人
申
立
に
対
す
る
棄
却
命
令
が
発
さ
れ
た
時
に
所
属
組
合
が
再
審
査
申

立
を
為
し
う
る
か
、
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
事
案
は
見
あ
た
ら
な
い
。
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説

D 

学
説
の
概
観

論

誰
が
再
審
査
申
立
人
と
な
り
う
る
か
。
初
審
申
立
人
と
の
関
連
に
お
い
て
、
学
説
上
相
対
立
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、

初
審
申
立
人
以
外
に
よ
る
再
審
査
申
立
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
寸
命
令
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
大
多
数
は
、
初
審
の
申
立
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
に
拘
ら
ず
そ
れ
を
敢
え
て
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
は
じ
め
て
利
害
関
係
を
有
す
る
に
い
た
っ
た

者
」
は
行
政
訴
訟
を
提
起
し
え
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
(
色
川
幸
太
郎
「
労
働
委
員
会
に
お
け
る
救
済
手
続
」
労
働
法
講

座
二
巻
〈
一
九
五
六
年
〉
四
一
二
頁
、
三
浦
恵
司
「
不
当
労
働
行
為
の
救
済
手
続
」
労
働
法
大
系
四
巻
〈
一
九
六
三
年
〉

結
論
)
。

一
四
九
頁
も
同
一

そ
の
二
は
、
再
審
査
申
立
適
格
を
広
く
解
す
る
見
解
で
あ
り
、
現
在
に
お
い
て
は
通
説
的
な
考
え
と
い
え
る
。
「
個
人
の
保
護
を
全
う
す
る

た
め
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
融
通
性
の
あ
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
制
度
の
主
旨
や
手
続
の
迅
速
化
と
い
う
見
地
か
ら
便
宜

だ
か
ら
で
あ
る
」
(
塚
本
・
前
掲
書
一
一
一
一
一
頁
、
東
大
労
働
法
研
究
会
・
前
掲
書
一

O
二
八
頁
、
大
和

l
佐
藤
・
前
掲
書
三
五
二
頁
も
同
旨
)

と
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
申
立
権
者
に
な
り
得
る
者
に
、
再
審
査
申
立
権
を
も
認
め
る
見
解
と
い
え
よ
う
。

E 

検
討
課
題

再
審
査
申
立
権
は
い
か
な
る
者
に
認
め
ら
れ
る
の
か
。
と
り
わ
け
、
初
審
に
お
い
て
申
立
人
に
な
ら
な
か
っ
た
組
合
員
(
組
合
申
立
の
場

合
)
や
組
合
(
個
人
申
立
の
場
合
)
は
独
自
の
再
審
査
申
立
権
を
有
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
労
働
委
員
会
命
令
及
び
学
説
の
基
本
的
立
場

は
、
そ
れ
を
広
汎
に
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
理
論
的
に
十
分
掘
り
下
げ
た
論
議
が
為
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
一
旦
再
審
査

の
申
立
を
し
た
後
の
取
り
下
げ
に
つ
き
、
そ
れ
に
不
満
の
組
合
員
は
(
組
合
申
立
の
場
合
)
取
り
下
げ
自
体
を
チ
ェ
ッ
ク
し
得
る
か
の
問
題
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も
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
再
審
査
申
立
権
の
在
り
方
は
、
そ
の
点
だ
け
の
検
討
で
は
な
く
、
ま
さ
に
申
立
権
自
体
の
法
理
の
解
明
に
よ
っ

て
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

A 

ω
取
消
訴
訟

関
連
規
定

組合申立の法構造

初
審
命
令
に
不
満
の
被
申
立
人
は
、
再
審
査
を
経
る
こ
と
な
く
直
接
、
命
令
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
う
る
(
労
働
組
合
法
二
七
条
六
項
)
と

と
も
に
、
再
審
査
の
申
立
を
な
し
得
る
。
後
者
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
再
審
査
命
令
に
対
し
て
だ
け
、
そ
の
取
消
を
求
め
う
る
(
同
条
七

項
)
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
申
立
人
た
る
組
合
若
し
く
は
組
合
員
の
提
起
す
る
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
も
準
用
さ
れ
て
い
る
(
同
条
一
一
項
)
。

こ
の
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
労
働
組
合
法
に
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
各
規
定
(
と
り
わ
け
九
条
原

告
適
格
、
一
四
条
出
訴
期
間
、
ニ
二
条
第
三
者
の
訴
訟
参
加
等
)
が
適
用
さ
れ
る
。

組
合
若
し
く
は
組
合
員
が
、
こ
の
取
消
訴
訟
に
関
与
す
る
「
型
L

と
し
て
は
、
次
の
二
つ
が
有
る
。
そ
の
一
は
、
取
消
訴
訟
の
原
告
と
し

て
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
棄
却
も
し
く
は
却
下
命
令
が
取
消
さ
れ
た
な
ら
ば
、
労
働
委
員
会
は
右
判
決
の
趣
旨
に
従
っ
て
再
度
命
令
を
発

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
行
政
事
件
訴
訟
法
三
三
条
)
。
そ
の
こ
は
、
被
申
立
人
の
提
起
し
た
取
消
訴
訟
へ
の
(
補
助
)
参
加
で
あ
る
。
何
れ

の
ケ

i
ス
に
関
し
て
も
、
労
働
組
合
法
、
労
働
委
員
会
規
則
と
も
に
、
組
合
と
組
合
員
の
意
向
を
、
ど
う
調
整
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
規
定

は
全
く
無
い
。
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説

事
件
処
理
の
実
態

B 

論

労
働
委
員
会
の
命
令
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
割
合
に
お
い
て
取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
か
。
全
体
の
傾
向
は
、
労
働
委
員
会
年
報

四
一
号
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
資
料
八
頁
)
。

前
述
の
表
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
と
し
て
、
初
審
命
令
に
不
満
の
者

は
、
直
接
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
よ
り
も
、
再
審
査
申
立
を
な
す
場
合
が
多
い
。
そ
の
結
果
、
事
件
処
理
が
遅
延
す
る
と
と
も
に
、
初
審
命

令
の
強
制
履
行
が
不
可
能
に
な
る
(
緊
急
命
令
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
規
則
五
一
条
の
二
に
よ
っ
て
初
審
命
令
履
行
の
「
勧
告
」

が
為
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
)
。
そ
の
こ
と
し
て
、
取
消
訴
訟
は
使
用
者
側
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
組
合
側
か
ら
の
そ
れ
は
、
せ

い
ぜ
い
て
二
割
で
あ
る
。
そ
の
三
と
し
て
、
取
消
訴
訟
段
階
に
お
い
て
も
、
六
割
近
く
の
事
件
が
、
和
解
若
し
く
は
取
り
下
げ
に
よ
っ
て

処
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
和
解
」
は
、
労
使
の
自
主
交
渉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
、
必
ず
し
も
命
令
を
履
行
し
た
内
容
の
も
の
と
は
限

ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
確
定
命
令
の
不
履
行
と
の
状
態
は
し
ば
し
ば
発
生
す
る
が
、
申
立
人
の
意
向
も
あ
っ
て
、
事
実
上
黙
認
さ
れ
る
場
合

が
多
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
和
解
に
関
連
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
。
ま
ず
、
和
解
内
容
に
不
満
の
組
合
員
は
、
組
合
が

提
起
し
た
取
消
訴
訟
の
取
り
下
げ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
う
る
か
。
ま
た
、
被
告
た
る
労
働
委
員
会
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ
ー
の
実
施
の
観
点

か
ら
取
り
下
げ
に
同
意
し
な
い
事
が
出
来
る
か
。
初
審
申
立
の
取
り
下
げ
、
再
審
査
申
立
の
取
り
下
げ
の
場
合
と
類
似
の
論
点
を
提
起
す
る

も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
当
該
和
解
に
対
し
て
、
協
約
法
理
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
当
て
は
め
る
事
が
出
来
る
か
も
問
題
に
な
る
。
次
に
、
和
解

の
結
果
、
確
定
命
令
の
不
履
行
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
個
々
の
組
合
員
は
、
(
組
合
の
意
向
に
反
し
て
)
そ
の
履
行
を
労
働
委
員
会
に
要

請
す
る
事
が
可
能
か
。
右
の
よ
う
な
要
請
が
為
さ
れ
た
時
に
、
労
働
委
員
会
と
し
て
は
ど
う
対
処
す
べ
き
か
。
実
際
に
こ
の
種
の
紛
争
が
発
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組合申立の法構造

(単位:件)

7?之町 地 労 委 中 労 委

57 I 58 I 59 I 60 I 61 57 I 58 I 59 I 60 I 61 
前年繰越 46 45 34 46 38 32 27 32 37 32 

第
係 労働者 I 4 1 2 3 2 2 

新
使用者 14 17 18 8 17 10 11 14 8 11 

規
小計 14 18 22 9 17 14 16 9 13 属 12 

係 属 計 60 63 56 55 55 44 41 48 46 45 

取下・和解 10 17 5 12 8 16 6 5 2 4 

終
却 下

判 棄 却 4 9 4 1 6 l 3 6 10 2 
審

決 一部取消 1 2 1 2 1 
結 全部取消 1 2 1 2 1 

終 結 計 5 29 10 17 16 17 9 11 14 7 

全労委行政訴訟事件数(年次別)表 6

生
す
る
事
は
少
な
く
無
い
と
思
わ
れ
る
が
、
労
働
委
員
会
が
そ
れ
に
、

い
る
か
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

ど
う
対
処
し
て

C 

裁

判

例

昭
和
三
七
年
以
前
の
旧
規
定
(
二
七
条
九
項
は
、
「
こ
の
条
の
規
定
は
、
労
働
組
合
又

は
労
働
者
が
第
二
五
条
の
規
定
に
よ
り
中
央
労
働
委
員
会
に
再
審
査
の
申
立
を
す
る
こ

と
、
文
は
訴
を
提
起
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
、
定
め
ら
れ
て
い
た
)

に
お
い
て
は
、
申
立
人
た
る
組
合
若
し
く
は
組
合
員
が
棄
却
・
却
下
命
令
に
対
し
取
消

訴
訟
を
提
起
し
う
る
か
に
つ
い
て
、
条
文
上
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
こ
の
点
に
つ
き
紛
争
が
生
じ
た
が
、
裁
判
例
は
肯
定
的
に
解
し
て
い
た
。
例
え

ば
、
三
井
造
船
事
件
東
京
地
裁
判
決
は
、
「
不
当
労
働
行
為
の
存
す
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の

申
立
を
棄
却
又
は
却
下
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
違
法
で
あ
っ
て
」
行
政
事
件
特
例
法
上

の
違
法
な
処
分
に
該
当
す
る
と
と
も
に
訴
え
の
利
益
も
認
め
ら
れ
る
、
と
の
判
断
を
示

し
て
い
る
(
昭
和
三

0
・一

0
・
二
八
労
民
集
六
|
六
1
八
四
三
、
東
芝
電
気
事
件

昭
和
二
七
・
七
・
二
九
東
京
地
判
労
民
集
三
|
三
|
二
五
三
、
品
川
白
煉
瓦
事
件

昭
和
三
二
・
九
・
二
東
京
高
判
労
民
集
七
1

四
1

八
七
四
も
同
旨
)
。
そ
の
後
、
こ
の

問
題
は
、
一
一
項
の
新
設
に
よ
り
立
法
的
に
解
決
さ
れ
た
。
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説

申
立
人
に
な
ら
な
か
っ
た
者
が
取
消
訴
訟
を
提
起
し
う
る
か
、
ま
た
訴
訟
の
提
起
に
つ
き
、
組
合
と
組
合
員
の
意
向
が
対
立
し
た
場
合
は

ど
う
す
べ
き
か
。
裁
判
上
、
こ
の
点
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
例
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。
や
や
関
連
し
た
事
件
と
し
て
、
個
人
に
対
す
る
不
当

労
働
行
為
が
な
さ
れ
た
旨
の
申
立
を
棄
却
し
た
命
令
に
関
し
「
組
合
」
が
そ
の
取
消
を
求
め
う
る
か
が
、
電
産
秋
田
県
支
部
事
件
に
お
い
て

争
わ
れ
た
。
一
審
(
昭
和
二
八
・
九
・
二
ハ
秋
田
地
判
労
民
集
四
l
五
1

四
三
八
)
は
そ
れ
を
否
定
し
た
が
、
二
審
(
昭
和
二
九
・
一
一
了

一
三
仙
台
高
裁
秋
田
支
部
判
労
民
集
六
|
一

l
七
七
)
は
肯
定
し
て
い
る
。
本
件
は
、
組
合
申
立
の
事
件
な
の
で
、
組
合
が
取
消
を
求
め

う
る
事
は
あ
ま
り
に
当
然
と
言
え
よ
う
。

本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
注
目
す
べ
き
は
、
使
用
者
の
提
起
し
た
取
消
訴
訟
に
対
し
、
組
合
側
の
(
補
助
)
参
加
が
認
め
ら
れ
る
か
の
問
題

で
あ
る
。
殆
ど
の
事
件
に
お
い
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
例
え
ば
、
石
川
会
川
崎
幸
病
院
事
件
昭
和
六

0
・一

0
・
一
一
横
浜
地
決

労
働
判
例
四
六
九
l
四
幻
。
裁
判
例
及
び
処
理
実
態
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
稔
「
労
委
命
令
取
消
訴
訟
に
お
け
る
参
加
入
の
取
扱
い
」
中
央

労
働
時
報
七
三
六
号
〈
一
九
八
五
年
〉
、
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
書
四
四
頁
以
下
参
照
)
。
で
は
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
申
立
人
に

な
ら
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
の
点
は
、
商
大
自
動
車
教
習
所
事
件
(
昭
和
五
八
・
一
・
七
東
京
地
決
判
例
時
報
一

O
七
二

!
一
四
五
)
に
お
い
て
、
正
面
か
ら
争
わ
れ
‘
申
立
人
と
な
っ
て
い
な
い
組
合
員
個
人
は
、
同
人
に
対
す
る
一
定
の
金
銭
の
支
払
を
命
ず
る

命
令
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
も
、
民
訴
法
六
四
条
の
「
訴
訟
ノ
結
果
ニ
付
利
害
関
係
ヲ
有
ス
ル
第
三
者
」
に
該
当
し
な
い
と
の
判
断
が
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
命
令
の
取
消
に
つ
き
直
接
の
法
律
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
は
、
「
救
済
命
令
の
名
宛
人
た
る
参
加
人

組
合
に
限
ら
れ
る
」
事
、
及
び
そ
う
解
し
て
も
組
合
員
個
人
が
予
め
申
立
人
に
な
り
う
る
の
で
こ
と
さ
ら
不
利
益
を
強
い
る
も
の
で
は
な
い

事
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

論

(
1
)
使
用
者
の
参
加
に
つ
い
て
も
同
旨
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
(
福
知
山
信
用
金
庫
事
件

昭
和
四
三
・
五
・
七
京
都
地
決

判
例
時
報
五
二
二
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i
八
二
)
。
も
っ
と
も
、
使
用
者
側
に
参
加
し
た
組
合
に
つ
い
て
は
法
二
ニ
条
に
い
う
第
三
者
に
該
当
し
な
い
(
名
鉄
運
輸
事
件

六
東
京
地
決
判
例
時
報
六
二
八
l
八
四
)
。

(
2
)
吉
野
石
膏
事
件
(
昭
和
五
四
・
八
・
九
東
京
高
決
労
民
集
三

O
|四
l
八
四
七
)
に
お
い
て
も
、
組
合
・
組
合
員
は
、
緊
急
命
令
却
下
決
定

に
対
す
る
抗
告
事
件
に
お
い
て
、
行
訴
法
二
二
条
に
い
う
権
利
を
害
さ
れ
る
第
三
者
に
該
当
し
な
い
と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
(
学
習
研
究
社

事
件
・
昭
和
六
二
・
九
・
三
O
東
京
高
決
判
例
時
報
一
二
五
五
|
三
五
も
同
旨
)
。

昭
和
四
六

D 

学
説
の
概
観

上
述
の
裁
判
例
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
論
点
は
、
学
説
上
で
も
一
応
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
本
格
的
な
検
討
は
全
く
為
さ
れ

て
い
な
い
。

ま
ず
、
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
広
汎
に
認
め
る
べ
し
と
の
通
説
的
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
申

立
人
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
組
合
員
(
組
合
申
立
の
場
合
)
や
組
合
(
個
人
申
立
の
場
合
)
も
当
然
取
消
訴
訟
を
提
起
し
得
る
こ
と
に
な
る

(
塚
本
・
前
掲
書
三
三
三
頁
、
東
大
労
働
法
研
究
会
・
前
掲
書
下
巻
一

O
五
五
頁
、
菅
野
和
夫
・
労
働
法
六
一
三
頁
等
)
。
何
れ
も
行
訴
法
九

条
に
い
う
「
当
該
処
分
又
は
裁
決
の
取
消
を
求
め
る
に
つ
き
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
申
立

人
に
な
ら
な
か
っ
た
者
以
外
は
、
取
消
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益
は
な
い
、
と
解
す
る
見
解
も
な
い
訳
で
は
な
い

(
司
法
研
修
所
編
・
前
掲

組合申立の法構造

書
三
九
頁
)や

や
論
争
め
い
た
状
況
に
あ
る
の
は
、
使
用
者
の
提
起
し
た
取
消
訴
訟
に
対
し
組
合
等
が
訴
訟
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
の

問
題
で
あ
る
。
民
訴
法
上
の
補
助
参
加
(
六
四
条
)
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
事
に
は
異
論
が
無
い
が
、
行
訴
法
二
二
条
に
規
定
す
る
参
加
の
許

否
に
つ
い
て
は
相
対
立
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
原
島
克
己
「
緊
急
命
令
の
問
題
点
」
新
実
務
民
事
訴
訟
講
座
一
一
巻
(
一
九
八
二
年
)

次
に
、
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説

=
二
六
頁
は
、
救
済
命
令
は
、
「
使
用
者
に
対
し
不
当
労
働
行
為
排
除
に
必
要
な
一
定
の
作
為
又
は
不
作
為
を
内
容
と
す
る
公
法
上
の
義
務
」

に
対
応
す
る
公
法
上
の
権
利
を
申
立
人
に
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
否
定
説
を
展
開
し
て
い
る
。
他
方
、
福
永
有
利
「
商
大
自
動

車
教
習
所
事
件
(
昭
和
五
八
・
一
・
一
七
東
京
地
決
)
評
釈
」
判
例
評
論
三

O
七
号
(
一
九
八
四
年
)
一
九
八
頁
は
、
救
済
命
令
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
る
組
合
の
法
的
地
位
(
団
結
権
)
は
、
単
な
る
反
射
的
利
益
で
は
な
い
と
し
て
、
肯
定
説
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

不
当
労
働
行
為
制
度
上
保
護
さ
れ
る
「
権
利
」
の
性
質
を
知
何
に
捉
え
る
か
が
、
正
面
か
ら
争
わ
れ
て
い
る
。

論

(
1
)
原
職
復
帰
や
パ
ッ
ク
・
ぺ
イ
命
令
に
つ
い
て
は
、
当
該
個
人
の
意
思
に
反
し
て
取
消
訴
訟
を
提
起
で
き
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
。
労
働
省
労
政

局
労
働
法
規
課
・
前
掲
書
六
七
九
頁
。

(
2
)
同
条
の
解
釈
上
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
南
博
方
編
・
条
解
行
政
事
件
訴
訟
法
(
一
九
八
七
年
)
五
七
二
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
同
旨
、
三
好
達
「
救
済
命
令
の
取
消
訴
訟
」
実
務
民
事
訴
訟
講
座
九
巻
(
一
九
七

O
年
)
一
九
六
頁
。

E 

検
討
課
題

申
立
却
下
、
棄
却
命
令
に
対
し
て
、
申
立
人
に
な
ら
な
か
っ
た
組
合
若
し
く
は
組
合
員
が
取
消
訴
訟
を
提
起
し
う
る
か
。
こ
の
点
は
、
申

立
適
格
若
し
く
は
再
審
査
申
立
適
格
の
問
題
で
は
な
く
、
行
訴
法
九
条
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
て
い
る
。
申
立
人
に
な
ら
な
か
っ
た

組
合
員
も
し
く
は
組
合
に
つ
い
て
も
「
取
消
を
求
め
る
に
つ
き
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
」
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
通
説
的
な
見
解

に
関
し
て
は
特
段
の
検
討
課
題
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
使
用
者
の
提
起
し
た
取
消
訴
訟
に
対
し
て
、
組
合
側
が
参
加
し
う
る
か
。
し
う
る
と
し
て
、
申
立
人
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
組
合

員
若
し
く
は
組
合
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
「
参
加
」
の
許
否
に
つ
い
て
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
保
護
さ
れ
る
利
益
の
性
質
か
ら
論
じ
ら
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
者
は
、
申
立
権
者
を
め
ぐ
る
議
論
の
延
長
上
に
あ
る
問
題
と
思
わ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
取
消
訴
訟
の
提
起
・
取
り
下
げ
、
取
消
訴
訟
へ
の
参
加
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
関
係
法
規
は
、
組
合
と
組
合
員
の

意
向
が
対
立
し
た
事
態
を
全
く
想
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
に
も
、
一
章
に
お
い
て
検
討
課
題
と
し
て
指
摘
し
て
お
い
た
こ
と
が
原
則
と
し

て
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

A 
(3) 

関
連
規
定

緊
急
命
令

救
済
命
令
の
強
制
方
法
と
し
て
、
労
働
組
合
法
は
、
確
定
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
命
令
違
反
に
対
し
て
、
禁
固
も
し
く
は
罰
金
(
二

八
条
)
に
、
「
確
定
」
命
令
違
反
に
対
し
て
は
過
料
に
処
す
(
三
二
条
)
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
が
命
令
の
取
消
訴
訟
を
提

起
す
る
と
、
命
令
内
容
が
確
定
せ
ず
、
そ
の
結
果
命
令
不
履
行
に
対
す
る
強
制
方
法
が
な
く
な
る
。
そ
の
聞
に
、
組
合
が
消
滅
し
た
り
、
組

合
活
動
が
大
幅
に
制
約
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
同
法
は
緊
急
命
令
制
度
を
定
め
、
受
訴
裁
判
所
に
労
働
委
員
会
の

申
立
に
よ
り
、
救
済
命
令
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
従
う
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
権
限
を
与
え
(
二
七
条
八
項
)
、
当
該
緊
急
命
令
違
反
を
過
料

に
処
す
と
規
定
し
て
い
る
(
三
二
条
)
。
ま
た
、
一
日
一
緊
急
命
令
を
発
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
申
立
若
し
く
は
職
権
に
よ
っ
て
、
こ
の
決
定
を

取
り
消
し
若
し
く
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
二
七
条
八
項
後
段
)
。
も
っ
と
も
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
裁
判
所
が
、
緊
急
命
令
を
発
す
べ

組合申立の法構造

き
か
に
つ
い
て
の
規
定
は
全
く
な
い
。

緊
急
命
令
の
申
立
手
続
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
命
令
を
発
し
た
後
に
、
使
用
者
に
対
し
て
命
令
履
行
に
関
し
報
告
を
求
め
る
(
規
則
四
五
条

二
項
)
と
と
も
に
、
委
員
会
は
取
消
訴
訟
の
提
起
を
知
っ
た
時
直
ち
に
公
益
委
員
会
議
を
聞
き
、
申
立
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
決
定
す
べ

(
規
則
四
七
条
)
。

き
で
あ
る
、

と
定
め
ら
れ
て
い
る
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説

(
1
)
緊
急
命
令
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
は
公
益
委
員
会
議
の
決
定
に
よ
り
、
使
用
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
裁
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
(
規
則
五

O
条
二
項
)
、
過
料
事
件
の
裁
判
は
非
訟
事
件
手
続
法
二

O
六
条
以
下
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
進
め
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、
森

本
弥
之
介
「
救
済
命
令
違
反
」
外
尾
健
一
編
・
不
当
労
働
行
為
の
法
理
こ
九
八
五
年
)
四
七
五
頁
参
照
。

論

B 

事
件
処
理
の
実
態

使
用
者
が
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
と
、
労
働
委
員
会
は
労
使
に
対
し
命
令
の
履
行
状
態
の
確
認
を
求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
点
に
関
す
る

意
見
を
聴
取
す
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
公
益
委
員
会
議
に
お
い
て
、
緊
急
命
令
の
申
立
を
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合

に
緊
急
命
令
の
申
立
を
す
る
か
(
ほ
ぽ
自
動
的
か
、
ケ
ー
ス
毎
か
)
、
ま
た
ど
の
部
分
に
つ
い
て
申
立
を
す
る
か
、
さ
ら
に
そ
の
際
如
何
な
る

要
素
(
労
働
者
の
経
済
的
困
窮
、
団
結
侵
害
の
程
度
等
)
を
考
慮
す
る
か
は
、
各
地
労
委
に
お
い
て
異
な
る
取
り
扱
い
が
為
さ
れ
て
い
る
。

緊
急
命
令
の
申
立
を
す
る
に
際
し
て
、
知
何
な
る
疎
明
資
料
を
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
か
は
、
実
務
的
に
は
案
外
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

審
査
の
範
囲
や
決
定
ま
で
の
時
間
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
通
常
は
命
令
書
と
組
合
側
か
ら
の
上
申
書
等
が
提

出
さ
れ
る
が
、
書
証
の
提
出
を
裁
判
所
か
ら
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
実
態
に
つ
い
て
は
、
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
書
一
五
二
頁
以
下
参

照)。
C 

裁

判

例

緊
急
命
令
に
関
す
る
判
例
、
学
説
上
の
主
要
論
点
は
、
緊
急
命
令
を
発
す
る
に
あ
た
っ
て
裁
判
所
が
審
査
す
べ
き
事
項
は
何
か
、
ま
た
ど

の
程
度
の
審
査
を
す
べ
き
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
命
令
の
適
法
性
、
即
時
救
済
の
必
要
性
の
双
方
に
及
ぶ
か
、
若
し
く

は
そ
の
一
方
の
み
に
及
ぶ
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
。
全
体
の
判
例
傾
向
と
し
て
は
、
審
査
は
そ
の
双
方
に
及
ぶ
と
の
立
場
が
確
立
し
つ
つ
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組合申立の法構造

あ
る
が
、
そ
の
審
査
の
程
度
(
深
さ
)
に
つ
い
て
は
「
態
度
」
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
労
委
は
、
「
団
結
権
の
現
実
的
保
障
の
見
地
か
ら
、
緊
急
命
令
の
即
時
救
済
の
必
要
性
の
有
無
の
み
を
」
審
査
す
べ
し
と
し

て
い
る
(
吉
野
石
膏
事
件
抗
告
理
由
、
労
民
集
三

O
l
四
i
八
三
一
)
。
で
は
、
即
時
救
済
の
必
要
性
は
、
判
例
上
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
判

断
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
不
当
労
働
行
為
制
度
上
保
護
さ
れ
る
権
利
の
性
質
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
て
い
る
。

裁
判
上
、
即
時
救
済
の
必
要
性
を
判
断
す
る
基
準
に
つ
き
、
概
ね
次
の
三
つ
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
向
。
そ
の
一
は
、
主
と
し
て
労
働
者

の
経
済
的
利
益
の
擁
護
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
近
畿
大
学
事
件
(
昭
和
二
六
・
一
了
一
七
大
阪
地
決
労
民
集
ニ
|
六
i
七

O
二
)
に
お
い
て
、
「
緊
急
命
令
の
重
点
は
救
済
命
令
取
消
の
訴
訟
係
属
中
に
お
け
る
労
働
者
の
生
活
困
窮
を
防
止
す
る
と
い
う
労
働
者
の
経

済
的
利
益
の
保
全
」
に
あ
る
と
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二

0
年
代
に
お
い
て
、
主
流
を
占
め
て
い
た
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
は
、

主
と
し
て
組
合
の
団
結
権
擁
護
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
信
託
銀
行
事
件
(
昭
和
四
一
・
六
・
九
東
京
地
決
労
民
集
一

七
|
三
l
八
三
四
)
は
、
組
合
の
執
行
委
員
長
の
解
雇
が
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
原
職
復
帰
命
令
が
出
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
、

「
原
職
復
帰
は
組
合
の
団
結
維
持
の
た
め
の
組
織
活
動
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
」
と
の
判
断
が
為
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
三
は
、
労
働
者
の
経

済
的
利
益
と
と
も
に
労
働
者
(
組
合
)
の
団
結
権
の
擁
護
を
も
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
判
例
の
主
流
を
占
め
る
見
解
と
言
え
よ
う
。

例
え
ば
第
一
小
型
ハ
イ
ヤ
ー
事
件
札
幌
地
決
(
昭
四
一
・
一
二
・
二
三
労
民
集
一
七
l
六
1

一
四
七
ご
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
緊
急
命
令
の
必
要
性
の
有
無
は
、
救
済
命
令
取
消
訴
訟
係
属
中
に
お
け
る
労
働
者
の
生
活
困
窮
防
止
の
た
め
の
経
済
的
必
要
の
如
何
に

よ
っ
て
の
み
こ
れ
を
判
断
す
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
経
済
的
必
要
と
あ
わ
せ
て
労
働
者
の
団
結
権
の
保
護
の
面
か
ら
も
こ
れ
を
判
断
」
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
第
三
の
見
解
は
、
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
最
判
に
連
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
1
)
緊
急
命
令
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
後
藤
徹
「
緊
急
命
令
に
関
す
る
裁
判
所
の
決
定
の
概
況
」
大
和
還
暦
記
念
・
労
働
委
員
会
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説

と
労
働
法
二
九
七
九
年
)
参
照
。

(
2
)
適
法
性
と
即
時
救
済
の
必
要
性
を
関
連
づ
け
る
裁
判
例
と
し
て
、
ネ
ツ
ス
ル
事
件
(
昭
和
六
一
・
一
一
一
-
一
東
京
地
決

ー
四
三
)
が
あ
る
。

(
3
)
そ
の
他
、
使
用
者
の
履
行
意
思
の
程
度
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
米
調
達
部
東
京
支
局
事
件
(
昭
和
三
二
・
六
・
二
五
東
京
地
決
労
民
集
七

ー
三
1
l
五
一
九
)
が
あ
り
、
ま
た
、
回
復
不
能
の
行
為
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
即
時
救
済
の
必
要
性
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
城
北
工
機
製
作
所

事
件
(
昭
和
五

0
・
五
・
一
回
名
古
屋
地
決
労
民
集
二
六
三
|
四
回
二
)
等
が
あ
る
。

判
例
時
報
二
二
七

論

D 

学
説
の
概
観

緊
急
命
令
を
発
す
る
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
所
は
如
何
な
る
事
項
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
の
審
査
を
な
す
べ
き
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

周
知
の
通
り
学
説
上
活
発
な
議
論
が
為
さ
れ
て
い
る
。
即
時
救
済
の
必
要
性
に
つ
き
審
査
が
及
ぶ
か
、
に
つ
い
て
は
多
く
の
学
説
は
そ
れ
を

肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
即
時
救
済
の
必
要
性
を
判
断
す
べ
き
か
ま
で
は
本

格
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
者
の
生
活
困
窮
の
防
止
と
団
結
権
の
擁
護
と
を
並
列
的
に
あ
げ
て
い
る
例
が
多
い
(
例
え

ば
、
塚
本
・
前
掲
書
三
五
一
頁
、
高
島

1
佐
藤

1
高
田

1
千
々
岩
・
前
掲
書
三
八
六
頁
等
)
が
、
両
者
の
関
連
性
に
つ
い
て
ま
で
は
ほ
と
ん

ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
団
結
権
の
擁
護
を
重
視
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
(
例
え
ば
、
三
好
・
前
掲
論
文
二

O
五
頁
、
宮
崎
鎮
雄

「
緊
急
命
令
の
申
立
に
対
す
る
司
法
審
査
の
限
界
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
五
八
号
〈
一
九
八
一
年
〉
一

O
六
頁
等
)
。
何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
点

に
つ
き
論
争
ら
し
い
論
争
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(
1
)
特
段
の
事
由
が
な
い
か
ぎ
り
必
要
性
の
審
査
は
不
要
で
あ
る
、
と
の
見
解
も
あ
る
。
緒
方
節
郎
「
救
済
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
新
労
働
法
講
座
六

巻
(
一
九
六
七
年
)
三

O
七
頁
。
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E 

検
討
課
題

不
当
労
働
行
為
制
度
上
、
緊
急
命
令
制
度
を
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
。
ま
た
、
命
令
を
発
す
る
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な

事
項
に
つ
き
審
査
を
な
す
べ
き
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
本
格
的
な
検
討
は
他
日
を
期
す
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
一
応
次
の
よ
う
な
前
提
、

す
な
わ
ち
当
該
制
度
は
救
済
命
令
の
実
効
化
の
た
め
の
措
置
で
あ
り
、
審
査
の
範
囲
は
命
令
の
適
法
性
と
即
時
救
済
の
必
要
性
の
双
方
に
及

ぶ
、
と
の
考
え
方
に
立
っ
た
上
で
検
討
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
の
具
体
的
検
討
課
題
は
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
即
時
救
済
の
必
要
性
を
判
断
す
べ
き
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

現
在
、
学
説
判
例
上
は
、
個
人
の
経
済
的
利
益
と
組
合
の
団
結
権
擁
護
と
の
観
点
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
双
方
を
考
慮
す
る
見
解
、
若

し
く
は
後
者
の
み
を
重
視
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
お
い
て
、
個
人
の
経
済
的
不
利
益
の
是
正
と
団
結
権
保
障
の
関

連
、
組
合
員
の
団
結
権
と
組
合
の
そ
れ
と
の
関
連
に
つ
い
て
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
論
議
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
か
よ
う
な
問
題
関
心
さ
え

無
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状
況
で
あ
る
。

こ
の
問
題
の
解
明
の
た
め
に
は
、
結
局
、
第
二
鳩
最
判
が
提
起
し
た
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
基
本
的
に
そ
れ
で
足
り
る
と

思
わ
れ
る
。
緊
急
命
令
制
度
独
自
の
議
論
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
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A Study of Unfair Labor Practice Charges by Trade Unions (1) 

Tetsunari DOKO. 

An Article 28 of our Constitution gurantees the right of workers to organa-

ize， bargain and act collectively. Thus our collective labor law regulates only the 

labor management relations and doesn't deal with conflicts between labor unions 

and their members effectively. But recently lawsuit between labor unions and 

their members are on the increase. Therefore the Labor La，，" Association of 

]apan has been considering these new problems from the viewpoint of union 

democracy， limitation of labor management autonomy， and the duty of fair 

representation. 

More recently the Supreme Court of ]apan rendered two important deci-

sions about the charactristic of a right which was protected by the unfair labor 

practice system. One case dealt with classic problem of whether and how the 

interim earnings should be deducted from gross back pay. The other one related 

to the new problem of whether the Labor Relations Commissions could issue back 

pay orders for workers who had lost their trade union membership. In these 

cases， the Supreme Court was confronted with the delicate issue of how the Labor 

Commission should adjust the conflicts of interests between trade unions and their 

members 

]apanese unfair labor practice system was modeled after the system of U. 

S.. But there is much difference in machinery and procedure between the two 

systems. In particular， the procedure of our Labor Relations Commissions is 

based mainly on the adversary system and only interesting parties are permitted 

to file unfair labor practice charges. Trade unions and members who had their 

intersts injured by unfair labor practices are permitted to file charges jointly or 

severally as interesting parties. In practice， charge by trade unions are common. 

In this article， 1 will try to study how to adjust the conflicts between trade unions 

and their members in the case of a charge by a trade union. 

.Professor of Law， Faculty of Law， Hokkaido University 
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